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第１章 計画の基本的事項  

第１節 背景と目的 

近年、特定健康診査の実施や診療報酬明細書等（以下「レセプト等」という。）の電子化の進展、国保データベース（KDB）システム（以下「KDB」という。）

等の整備により、保険者が健康や医療に関する情報を活用して被保険者の健康課題の分析、保健事業の評価等を行うための基盤の整備が進んでいます。 

こうした中、「日本再興戦略」（平成２５年６月１４日閣議決定）においても、「全ての健康保険組合に対し、レセプト等のデータの分析、それに基づく加入

者の健康保持増進のための事業計画として「データヘルス計画」の作成・公表、事業実施、評価等の取組を求めるとともに、市町村国保が同様の取組を行うこと

を推進する。」とされ、保険者はレセプト等を活用した保健事業を推進することとされました。 

これまでも、保険者においては、レセプト等や統計資料等を活用することにより、「特定健診等実施計画」の策定や見直し、その他の保健事業を実施してきた

ところですが、今後は、さらなる被保険者の健康保持増進に努めるため、保有しているデータを活用しながら、被保険者をリスク別に分けてターゲットを絞った

保健事業の展開や、ポピュレーションアプローチから重症化予防まで網羅的に保健事業を進めていくことなどが求められています。 

こうした背景を踏まえ、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第８２条第４項の規定に基づき厚生労働大臣が定める国民健康保険法に基づく保健事業

の実施等に関する指針（平成１６年厚生労働省告示第３０７号。以下「保健事業実施指針」という。)の一部改正により、保険者は健康・医療情報を活用して

PDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るための保健事業の実施計画（データヘルス計画）を策定した上で、保健事業の実施・評価・改善

等を行うものとされました。（図１） 

-1-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１　　保健事業（健診・保健指導）のPDCAサイクル

集団全体の健康問題の特徴をデータから分析。

生活習慣病の有病者・予備群の減少
生活習慣病関連の医療費の適正化

集団の優先的な健康課題を選択。 支援方法・優先順位等を検討。
どのような疾病にどれくらい医療費を要しているか、より高額な医療費 対象者のライフスタイルや行動変容の準備
の原因は何か、それは予防可能な疾患なのか等を検討。

状態にあわせた学習教材を用意。
確実に行動変容を促す支援を実践。

　改善（Action）

検証結果に基づく、課題解決に向けた計画の修正。
最も効果が期待できる課題を重点的に対応すべき課題として目標を設定。 健康課題をより明確にした戦略的取組の検討。
例えば、「糖尿病の有病者を＊＊％減少させる」等、できる限り数値目 検査データの改善度、行動目標の達成度、
標とし、事業終了後の評価ができる目標を設定。 生活習慣の改善状況等を評価。

出典：厚生労働省健康局「標準的な健診・保健指導プログラム（改訂版）」

評価（Check）

　　計画（Plan）

〔データ分析〕

〔健康課題の明確化〕

〔目標の設定〕

実施（Do）
よ
り
効
率
的
・
効
果
的
な
方
法
・
内
容
に
改
善

〔保健指導対象者の明確化〕

〔効率的・効果的な保健指導の実施〕

〔保健指導の評価〕
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第２節 計画の位置づけ 

男鹿市国民健康保険データヘルス計画は、被保険者の健康の保持増進に資することを目的として、保険者が効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るため、特定

健康診査の結果、レセプト等の健康・医療情報を活用して、PDCAサイクルに沿って運用するものです。 

男鹿市国民健康保険データヘルス計画は、「２１世紀における国民健康づくり運動（健康日本２１（第２次）」に示された基本方針を踏まえるとともに、「第２

期健康秋田２１計画」「健康おが２１」で用いた評価指標を用いるなど、それぞれの計画との整合性を図るものです。なお、「男鹿市特定健診等実施計画（平成３

０年度～平成３５年度）」は保健事業の中核をなす特定健診及び特定保健指導の具体的な実施方法を定めたものであるため、男鹿市データヘルス計画(第２期)と一

体的に策定するものとします。（図２） 
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図２　　データヘルス計画の位置づけ

法　　　律 対象年齢

基本的な指針 基本的な考え方 対象疾病 評　　　価

計画の策定者 目　　標

高齢者の医療の確保に

関する法律　第１９条
４０歳～７４歳

厚生労働省保険局

「特定健康診査計画作成の

手引き（第３版）」

メタボリックシンドローム

肥満、高血糖、高血圧等、脂質異常症、

虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病性腎症等

特定健康診査受診率

特定保健指導実施率

医療保険

各医療保険者の目標値（第三期）　※市町村国保

特定健康診査受診率　６０％

特定保健指導実施率　６０％

国民健康保険法

第８２条

被保険者全員

（高齢者の割合が最も高くなる時期に高齢期を迎える

現在の青年期・壮年期の世代）

厚生労働省保険局

「国民健康保険法に基づく保健

事業の実施等に関する指針」

メタボリックシンドローム

肥満、高血糖、高血圧等、

虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病性腎症等

医療保険 生活習慣病の発症予防と重症化予防

健康増進法第８条、第９条 乳幼児期～高齢期

厚生労働省健康局

「国民の健康の増進の総合

的な推進を図るための基本

的な方針」

メタボリックシンドローム

肥満、高血糖、高血圧等、脂質異常症、

虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病性腎症

がん、循環器疾患、慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）

ロコモティブシンドローム、認知症、メンタルヘルス

都道府県：義務、

市町村：努力義務

各目標を数値により設定

１．健康寿命の延伸と健康格差の縮小の実現に関する目標

２．主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防に関する目標

　（１） がん　（２）循環器疾患　（３）糠尿病（４）COPD

３．社会生活を営むために必要な機能の維持・向上に関する目

標

４．健康を支え、守るための社会環境の整備に関する目標

　（１）こころの健康（２）次世代の健康（３）高齢者の健康

５．栄養・食生活、身体活動・運動・飲酒・喫煙及び歯・口腔

　の健康に関する生活習慣及び社会環境の改善に関する目標

　（１）栄養・食生活　（２）身体活動・運動　（３）休養

　（４）飲酒　　（５）喫煙　（６）歯・口腔の健康

※５３項目中特定健診に関係する項目１５項目

①脳血管疾患・虚血性心疾患の年齢調整死亡率の減少

②合併症（糖尿病性腎症による年間新規透析導入患者数）の減少

③治療継続者の割合の増加

④血糖コントロール指標におけるコントロール不良者の割合の減少

⑤糖尿病有病者の増加の抑制

⑥特定健診・特定保健指導の実施率の向上

⑦メタボ予備群・メタボ該当者の減少

⑧高血圧の改善

⑨脂質異常症の減少

⑩適正体重を維持している者の増加（肥満、やせの減少）

⑪適切な料と質の食事をとるものの増加

⑫日常生活における歩数の増加

⑬運動習慣者の割合の増加

⑭成人の喫煙率の減少

⑮生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合の減少

健康・医療情報を活用して、費用対効果の観点も考慮しつつ行う

①生活習慣の状況

　　食生活、　日常生活における歩数、

　　アルコール摂取量、　喫煙の有無等

②健康診査等の受診率及びその結果

③医療費等

特定健診等

実施計画

データ

ヘルス計画

健康日本

２１計画

　生活習慣の改善による糖尿病等の生活習慣病の予防

対策を進め、糖尿病等の発症を予防することができれ

ば、通院患者を減らすことができ、更には重症化や合

併症の発症を抑え、入院患者を減らすことができ、こ

の結果、国民の生活の質の維持及び向上を図りながら

医療費の伸びの抑制を実現することが可能となる。

　特定健康診査は、糖尿病等の生活習慣病の発症や重

症化を予防することを目的として、メタボリックシンド

ロームに着目し、生活習慣を改善するための特定保健

指導を必要とする者を、的確に抽出するために行う。

　生活習慣病対策をはじめとして、被保険者の自主的

な健康増進及び疾病予防の取組について、保険者がそ

の支援の中心となって、被保険者の特性を踏まえた効

果的かつ効率的な保健事業を展開することを目指すも

のである。

　被保険者の健康の保持増進により、医療費の適正化

及び保険者の財政基盤強化が図られることは保険者自

身にとっても重要である

　健康寿命の延伸及び健康格差の縮小の実現に向け

て、生活習慣病の発症予防や重症化予防を図るととも

に、社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上

を目指し、これらの目標達成のために、生活習慣の改

善及び社会環境の整備に取り組むことを目標とする。
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第３節 計画期間 

計画期間については、都道府県における医療費適正化計画や医療計画等が平成３０年度から平成３５年度までを次期計画期間としていることから、これらとの整

合性を図る観点から、同様の計画期間とします。 

 

 

第４節 関係者が果たすべき役割 

計画は、保険部門が主体となり策定します。また、計画策定の段階において、保健衛生部門、介護部門、地域包括支援センター、生活保護部門、企画部門等から

なる庁内検討会において、前期の考察および次期計画へ向けた改善を協議するほか、個別の保健事業の評価および見直しについても協議します。そのほか、学識経

験者、地域の医師会、歯科医師会、薬剤師会、被保険者から成る男鹿市国民健康保険運営協議会を活用し、前期計画の考察、次期計画策定、個別保健事業の実施計

画などについて意見聴取します。秋田県や国保連合会との連携・協力については、国保連合会が設置した保健事業支援・評価委員会の支援を受け、県や国保連合会

による研修会に参加し知識および技術の習得に努めます。 
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第２章 現状の整理  

 第１節 男鹿市の特性 

（１）人口構成 

   男鹿市の住民基本台帳での人口は、平成29年1月1日では29,046人で、年少人口は2,168人で人口の7.5パーセント、生産年齢人口は14,698人で人口の50.6パーセ

ント、老年人口は12,180人で、人口の41.9パーセントを占めています。65歳以上の男性5,079人に対し、65歳以上の女性は7,101人で、男性より女性が2,022人多く

なっています。年齢3区分別の人口の推移では、年少人口および生産年齢人口はともに年々減少し、老年人口が増加しています。（表１） 

 

表１　人口の推移 （単位：人） 年齢3区分別人口

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

0～4歳 304 291 595 305 303 608 307 317 624 334 323 657 343 335 678 平成25年3月31日 31,379 2,544 8.1% 17,372 55.4% 11,463 36.5%

5～9 360 344 704 395 353 748 411 367 778 424 398 822 432 423 855 平成26年1月1日 30,937 2,441 7.9% 16,934 54.7% 11,562 37.4%

10～14 447 422 869 440 446 886 460 466 926 479 483 962 506 505 1,011 平成27年1月1日 30,239 2,328 7.7% 16,081 53.2% 11,830 39.1%

15～19 504 479 983 526 488 1,014 564 526 1,090 610 576 1,186 602 572 1,174 平成28年1月1日 29,670 2,242 7.6% 15,366 51.8% 12,062 40.6%

20～24 443 443 886 453 465 918 462 497 959 456 520 976 490 538 1,028 平成29年1月1日 29,046 2,168 7.5% 14,698 50.6% 12,180 41.9%

25～29 439 417 856 457 439 896 516 495 1,011 561 546 1,107 597 581 1,178 年少人口： 15歳未満の人口

30～34 582 546 1,128 651 586 1,237 670 608 1,278 712 634 1,346 760 655 1,415 生産年齢人口： 15歳から65歳未満の人口

35～39 758 659 1,417 791 671 1,462 819 686 1,505 840 699 1,539 832 700 1,532 老年人口： 65歳以上の人口

40～44 798 683 1,481 778 714 1,492 787 722 1,509 785 745 1,530 778 767 1,545

45～49 776 752 1,528 764 722 1,486 781 751 1,532 823 778 1,601 856 783 1,639

50～54 834 808 1,642 907 864 1,771 928 915 1,843 961 982 1,943 997 1,002 1,999

55～59 1,048 1,063 2,111 1,117 1,133 2,250 1,191 1,161 2,352 1,257 1,197 2,454 1,272 1,251 2,523

60～64 1,346 1,320 2,666 1,439 1,401 2,840 1,515 1,487 3,002 1,643 1,609 3,252 1,702 1,637 3,339

65～69 1,650 1,635 3,285 1,597 1,590 3,187 1,462 1,508 2,970 1,300 1,385 2,685 1,260 1,366 2,626

70～74 1,074 1,197 2,271 1,049 1,230 2,279 1,055 1,263 2,318 1,050 1,272 2,322 1,056 1,273 2,329

75～79 899 1,293 2,192 913 1,315 2,228 1,003 1,399 2,402 1,030 1,447 2,477 1,067 1,479 2,546

80～84 812 1,311 2,123 823 1,341 2,164 764 1,321 2,085 1,313 2,765 4,078 1,236 2,726 3,962

85～89 463 992 1,455 452 943 1,395 419 883 1,302 ※80～84欄は80歳以上 ※80～84欄は80歳以上

90～94 141 493 634 122 478 600 113 456 569

95～99 37 156 193 33 149 182 28 134 162

100歳以上 3 24 27 2 25 27 2 20 22

合   計 13,718 15,328 29,046 14,014 15,656 29,670 14,257 15,982 30,239 14,578 16,359 30,937 14,786 16,593 31,379

※住民基本台帳年齢別人口（市区町村別）（総計）

構成比

％
老年人口

構成比

％

生産年齢

人口
総数 年少人口

構成比

％
年齢

平成28年1月1日 平成27年1月1日 平成26年1月1日 平成25年3月31日平成29年1月1日
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国勢調査での人口は、平成27年では28,375人で、平成22年から27年では人口増減率は12.1パーセントの減少で、秋田県および全国より人口減少が進んでいま

す。65歳以上の人口割合は、3者で最も高く、平成22年と比較すると7.4ポイントの増加で、最も高齢化が進んでいます。15歳以上就業者の状況では、第１次産業

就業者の割合が13.8パーセントで、秋田県および全国と比較して高くなっています。（表２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2　国勢調査による人口等

年齢別割合（総数） 年齢別割合（男） 年齢別割合（女） 15歳以上就業者数

15歳未満

人口割合

15～64歳

人口割合

65歳以上

人口割合

15歳未満

人口割合

15～64歳

人口割合

65歳以上

人口割合

15歳未満

人口割合

15～64歳

人口割合

65歳以上

人口割合

第１次産業

就業者の割合

第２次産業

就業者の割合

第３次産業

就業者の割合

男鹿市 28,375 32,294 -3,919人 -12.1% 55.5歳 7.8% 51.1% 41.1% 8.4% 55.3% 36.3% 7.2% 47.4% 45.3% 13.8% 23.2% 63.0%

秋田県 1,023,119 1,085,997 -62,878人 -5.8% 51.3歳 10.5% 55.7% 33.8% 11.4% 59.2% 29.4% 9.6% 52.6% 37.7% 9.8% 24.4% 65.8%

全　国 127,094,745 128,057,352 -962,607人 -0.8% 46.4歳 12.6% 60.7% 26.6% 13.3% 62.9% 23.7% 12.0% 58.6% 29.4% 4.0% 25.0% 71.0%

男鹿市 32,294人 35,637人 -3,343人 -9.4% 52.5歳 8.6% 57.3% 34.1% 9.4% 61.8% 28.9% 7.9% 53.4% 38.7% 14.6% 22.6% 62.9%

秋田県 1,085,997人 1,145,501人 -59,504人 -5.2% 49.3歳 11.4% 59.0% 29.6% 12.5% 62.5% 25.0% 10.6% 55.9% 33.6% 10.1% 25.1% 64.8%

全　国 128,057,352人 127,767,994人 289,358人 0.2% 45.0歳 13.2% 63.8% 23.0% 13.9% 65.9% 20.2% 12.6% 61.8% 25.7% 4.2% 25.2% 70.6%

※平成22年および平成２27年国勢調査　市区町村別主要統計表

27年

22年

平均年齢

平成22年

～27年の

人口増減率

平成22年

～27年の

人口増減数

平成22年

組替人口
総　数
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職業分類別では、第１次産業では農業で１，３８３人、第２次産業では建設業で１，７００人、第３次産業では卸・小売業で１，７５８人、医療福祉で１，６

９４人などの職業で就業者数が多くなっています。（表３－１） 

 

表3-1　15歳以上就業者数の状況

第１次産業 第2次産業 第3次産業

Ａ 農業 Ａ 林業 Ｂ 漁業

Ｃ 鉱業，採石

業，砂利採取

業

Ｄ 建設業 Ｅ 製造業

Ｆ 電気・ガ

ス・熱供給・

水道業

Ｇ 情報通信業
Ｈ 運輸業，

郵便業

Ｉ 卸売業，

小売業

Ｊ 金融業，

保険業

Ｋ 不動産業，

物品賃貸業

Ｌ 学術研究，

専門・技術

サービス業

Ｍ 宿泊業，飲

食サービス業

Ｎ 生活関連

サービス業，

娯楽業

Ｏ 教育，

学習支援業

Ｐ 医療，

福祉

Ｑ 複合サービ

ス事業

Ｒ サービス業

（他に分類さ

れないもの）

Ｓ 公務（他に

分類されるも

のを除く）

Ｔ 分類不能

の産業

27年 12,634 1,383 37 300 37 1,700 1,163 76 49 643 1,758 148 63 134 703 494 429 1,694 285 777 624 137

22年 13,916 1,614 45 365 34 1,909 1,195 80 58 733 2,111 171 84 141 905 631 439 1,645 292 784 660 20

※国勢調査　市区町村別主要統計表

表3-2　平成27年国勢調査による地域の15歳以上就業者数の状況

第１次産業 第2次産業 第3次産業

Ａ 農業 Ａ 林業 Ｂ 漁業

Ｃ 鉱業，採石

業，砂利採取

業

Ｄ 建設業 Ｅ 製造業

Ｆ 電気・ガ

ス・熱供給・

水道業

Ｇ 情報通信業
Ｈ 運輸業，

郵便業

Ｉ 卸売業，

小売業

Ｊ 金融業，

保険業

Ｋ 不動産業，

物品賃貸業

Ｌ 学術研究，

専門・技術

サービス業

Ｍ 宿泊業，飲

食サービス業

Ｎ 生活関連

サービス業，

娯楽業

Ｏ 教育，

学習支援業

Ｐ 医療，

福祉

Ｑ 複合サービ

ス事業

Ｒ サービス業

（他に分類さ

れないもの）

Ｓ 公務（他に

分類されるも

のを除く）

Ｔ 分類不能

の産業

船川 58 7 102 3 398 260 18 18 170 443 44 18 33 157 124 115 423 50 208 213 29 2,891

戸賀 0 0 45 0 14 7 0 0 7 9 0 0 1 36 7 8 9 5 7 1 0 156

北浦 109 5 112 3 129 114 7 1 40 154 6 3 7 182 44 32 77 28 70 24 5 1,152

男鹿中 105 4 2 1 58 34 3 0 23 51 7 2 5 25 18 6 54 11 35 62 5 511

五里合 188 7 10 5 111 54 8 2 30 71 7 2 1 18 17 21 73 16 53 26 14 734

脇本 194 2 14 8 317 195 7 5 116 263 19 10 21 67 60 63 248 29 105 52 31 1,826

船越 72 4 9 2 347 287 17 13 163 426 45 13 48 126 127 123 453 56 162 152 32 2,677

若美 657 8 6 15 326 212 16 10 94 341 20 15 18 92 97 61 357 90 137 94 21 2,687

計 1,383 37 300 37 1,700 1,163 76 49 643 1,758 148 63 134 703 494 429 1,694 285 777 624 137 12,634

船川 32 7 80 2 349 186 14 13 155 197 21 13 25 40 39 53 110 29 138 175 17 1,695

戸賀 0 0 40 0 14 6 0 0 7 5 0 0 1 13 5 5 1 4 5 0 0 106

北浦 72 5 93 3 119 63 7 1 37 67 2 2 5 56 14 14 19 15 52 17 4 667

男鹿中 62 4 2 1 55 22 3 0 23 16 0 2 5 6 7 3 14 5 25 54 3 312

五里合 100 6 9 4 101 36 5 1 24 32 0 2 1 6 7 9 11 8 32 16 10 420

脇本 117 2 12 7 283 141 7 1 102 119 10 7 12 12 13 18 56 16 68 37 17 1,057

船越 50 4 8 2 306 186 14 9 139 183 18 8 36 36 37 48 104 36 99 118 17 1,458

若美 375 8 5 12 298 120 14 9 81 157 5 11 12 19 31 22 88 56 86 72 12 1,493

計 808 36 249 31 1,525 760 64 34 568 776 56 45 97 188 153 172 403 169 505 489 80 7,208

船川 26 0 22 1 49 74 4 5 15 246 23 5 8 117 85 62 313 21 70 38 12 1,196

戸賀 0 0 5 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 23 2 3 8 1 2 1 0 50

北浦 37 0 19 0 10 51 0 0 3 87 4 1 2 126 30 18 58 13 18 7 1 485

男鹿中 43 0 0 0 3 12 0 0 0 35 7 0 0 19 11 3 40 6 10 8 2 199

五里合 88 1 1 1 10 18 3 1 6 39 7 0 0 12 10 12 62 8 21 10 4 314

脇本 77 0 2 1 34 54 0 4 14 144 9 3 9 55 47 45 192 13 37 15 14 769

船越 22 0 1 0 41 101 3 4 24 243 27 5 12 90 90 75 349 20 63 34 15 1,219

若美 282 0 1 3 28 92 2 1 13 184 15 4 6 73 66 39 269 34 51 22 9 1,194

計 575 1 51 6 175 403 12 15 75 982 92 18 37 515 341 257 1,291 116 272 135 57 5,426

総

数

男

女

15歳以上

就業者数

地区 合　計
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男鹿市の人口を年齢別男女別にみると、６５歳から６９歳の人口が男女ともに一番多く、７０歳以降では、どの年齢層も女性の人口が男性よりも多くなっていま

す。 

（表４－１） 65 歳以上の男性4,838人に対し、65歳以上の女性は 6,839 人で、男性より女性が 2,001 人多くなっています。（表４－２） 

 

表4-1　平成27年国勢調査による年齢別男女別人口

0

200

400
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800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

男 女
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地域の年齢別男女別人口では、北部の地域で子どもの人口が少ない状況です。（表４－２）平成２２年と比較すると６５歳以上の年齢層で人口が増加しています

が、６５歳未満では、一部増加がみられるものの、ほとんどの地域、年齢層で減少しています。（表４－３） 
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表4-2　平成27年国勢調査による地域の人口　年齢（5歳階級），男女別 （単位：人）

総　計 男　性 女　性

計 船川港 戸賀 北浦 男鹿中 五里合 脇本 船越 若美 計 船川港 戸賀 北浦 男鹿中 五里合 脇本 船越 若美 計 船川港 戸賀 北浦 男鹿中 五里合 脇本 船越 若美

0～4歳 609 128 1 45 12 19 81 215 108 301 66 0 20 7 9 40 99 60 308 62 1 25 5 10 41 116 48

5～9 730 152 0 37 6 20 101 270 144 390 77 0 19 2 8 51 150 83 340 75 0 18 4 12 50 120 61

10～14 867 186 0 48 13 33 101 309 177 425 94 0 21 5 19 48 153 85 442 92 0 27 8 14 53 156 92

15～19 931 199 4 50 13 44 153 279 189 492 115 3 21 8 18 81 142 104 439 84 1 29 5 26 72 137 85

20～24 731 182 6 57 31 40 111 180 124 358 95 3 21 27 19 58 74 61 373 87 3 36 4 21 53 106 63

25～29 813 176 3 55 53 47 116 216 147 419 89 2 34 32 23 59 98 82 394 87 1 21 21 24 57 118 65

30～34 1,156 261 7 79 55 45 163 319 227 602 138 3 41 36 20 88 158 118 554 123 4 38 19 25 75 161 109

35～39 1,361 306 5 88 47 60 202 387 266 740 163 4 47 28 33 114 205 146 621 143 1 41 19 27 88 182 120

40～44 1,404 328 11 109 34 51 191 404 276 720 168 8 65 20 30 95 199 135 684 160 3 44 14 21 96 205 141

45～49 1,424 327 16 92 35 71 203 356 324 717 163 7 50 19 31 106 171 170 707 164 9 42 16 40 97 185 154

50～54 1,705 410 18 117 60 81 251 412 356 840 205 9 50 27 42 125 199 183 865 205 9 67 33 39 126 213 173

55～59 2,190 519 38 208 107 144 300 409 465 1,078 267 17 109 53 71 138 188 235 1,112 252 21 99 54 73 162 221 230

60～64 2,777 729 52 292 145 182 380 425 572 1,381 347 29 147 79 99 194 207 279 1,396 382 23 145 66 83 186 218 293

65～69 3,059 830 65 329 145 162 438 492 598 1,512 427 31 155 76 80 218 234 291 1,547 403 34 174 69 82 220 258 307

70～74 2,275 629 44 280 110 98 318 366 430 1,034 292 19 137 55 50 135 148 198 1,241 337 25 143 55 48 183 218 232

75～79 2,232 627 59 284 98 119 322 316 407 933 244 21 123 55 50 131 147 162 1,299 383 38 161 43 69 191 169 245

80～84 2,097 581 67 247 101 129 334 271 367 782 218 27 90 39 44 128 92 144 1,315 363 40 157 62 85 206 179 223

85～89 1,263 355 32 144 50 80 178 167 257 421 107 13 54 17 29 50 57 94 842 248 19 90 33 51 128 110 163

90～94 547 154 9 47 21 32 111 91 82 114 38 2 13 7 10 17 12 15 433 116 7 34 14 22 94 79 67

95～99 173 57 2 7 2 6 50 23 26 34 9 1 6 0 0 4 7 7 139 48 1 1 2 6 46 16 19

100歳以上 18 4 1 3 0 0 5 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 16 3 1 3 0 0 5 3 1

不詳 13 2 1 0 0 1 1 5 3 6 2 1 0 0 0 0 2 1 7 0 0 0 0 1 1 3 2

合   計 28,375 7,142 441 2,618 1,138 1,464 4,110 5,915 5,547 13,301 3,325 200 1,223 592 685 1,880 2,742 2,654 15,074 3,817 241 1,395 546 779 2,230 3,173 2,893

※平成27年国勢調査　市区町村別主要統計表

年齢
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表4-3　平成22年～平成27年の人口増減数 （単位：人）

総　計 男　性 女　性

計 船川港 戸賀 北浦 男鹿中 五里合 脇本 船越 若美 計 船川港 戸賀 北浦 男鹿中 五里合 脇本 船越 若美 計 船川港 戸賀 北浦 男鹿中 五里合 脇本 船越 若美

0～4歳 -153 -33 -2 8 3 -6 -13 -66 -44 -96 -15 -1 0 5 -2 -6 -47 -30 -57 -18 -1 8 -2 -4 -7 -19 -14

5～9 -176 -47 -5 -12 -6 -20 -4 -38 -44 -66 -26 -4 -6 -3 -14 -3 -2 -8 -110 -21 -1 -6 -3 -6 -1 -36 -36

10～14 -238 -44 -6 -19 -2 -30 -79 7 -65 -144 -28 -3 -3 -5 -7 -57 0 -41 -94 -16 -3 -16 3 -23 -22 7 -24

15～19 -335 -95 -9 -36 -23 -33 -37 -30 -72 -119 -32 -2 -12 -11 -17 -15 -1 -29 -216 -63 -7 -24 -12 -16 -22 -29 -43

20～24 -378 -63 0 -34 -31 -31 -49 -58 -112 -182 -22 3 -34 -13 -10 -18 -37 -51 -196 -41 -3 0 -18 -21 -31 -21 -61

25～29 -592 -143 -16 -60 -34 -12 -71 -119 -137 -316 -78 -5 -26 -26 -5 -45 -63 -68 -276 -65 -11 -34 -8 -7 -26 -56 -69

30～34 -340 -93 -4 -31 -16 -30 -39 -75 -52 -208 -49 -3 -15 -5 -13 -27 -58 -38 -132 -44 -1 -16 -11 -17 -12 -17 -14

35～39 -158 -47 -12 -38 4 2 10 -55 -22 -33 -17 -8 -23 2 2 18 -12 5 -125 -30 -4 -15 2 0 -8 -43 -27

40～44 -90 -31 -2 3 -9 -19 -16 44 -60 -40 -15 2 5 -2 1 -13 25 -43 -50 -16 -4 -2 -7 -20 -3 19 -17

45～49 -381 -100 -2 -38 -36 -15 -60 -76 -54 -190 -43 -3 -14 -18 -14 -29 -43 -26 -191 -57 1 -24 -18 -1 -31 -33 -28

50～54 -611 -145 -20 -111 -62 -69 -55 -12 -137 -314 -85 -6 -76 -36 -34 -14 5 -68 -297 -60 -14 -35 -26 -35 -41 -17 -69

55～59 -700 -238 -17 -103 -50 -44 -103 -35 -110 -387 -100 -14 -48 -33 -35 -75 -30 -52 -313 -138 -3 -55 -17 -9 -28 -5 -58

60～64 -435 -144 -17 -70 -7 7 -74 -74 -56 -229 -105 -6 -24 1 10 -33 -36 -36 -206 -39 -11 -46 -8 -3 -41 -38 -20

65～69 606 162 19 20 25 49 97 103 131 358 107 10 5 18 19 64 67 68 248 55 9 15 7 30 33 36 63

70～74 -237 -77 -20 -53 -4 -34 -22 22 -49 -72 4 -5 -11 -5 -7 -13 -24 -11 -165 -81 -15 -42 1 -27 -9 46 -38

75～79 -336 -73 -27 -34 -24 -48 -52 -1 -77 -122 -49 -13 -13 8 -9 -27 22 -41 -214 -24 -14 -21 -32 -39 -25 -23 -36

80～84 295 62 14 17 19 6 96 65 16 135 28 10 1 11 3 53 21 8 160 34 4 16 8 3 43 44 8

85～89 189 57 3 38 -4 4 -2 30 63 130 14 3 22 3 10 4 29 45 59 43 0 16 -7 -6 -6 1 18

90～94 99 4 0 10 7 8 27 30 13 19 -1 0 4 4 5 5 1 1 80 5 0 6 3 3 22 29 12

95～99 48 26 0 -1 -3 1 17 1 7 12 5 1 4 0 -1 0 0 3 36 21 -1 -5 -3 2 17 1 4

100歳以上 5 1 0 2 0 0 0 1 1 -2 -1 0 0 0 0 -1 0 0 7 2 0 2 0 0 1 1 1

不詳 -1 -2 1 -1 0 1 -2 -1 3 -6 -1 1 0 0 0 -3 -4 1 5 -1 0 -1 0 1 1 3 2

合   計 -3,919 -1,063 -122 -543 -253 -313 -431 -337 -857 -1,872 -509 -43 -264 -105 -118 -235 -187 -411 -2,047 -554 -79 -279 -148 -195 -196 -150 -446

※平成22年および平成27年国勢調査　市区町村別主要統計表

年齢
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男鹿市の世帯数は、平成２７年では一般世帯が１１，１０６世帯で、平成２２年と比較して４８７世帯の減少となっており、主な内訳としては、３世代世帯の６

１３世帯の減少、６５歳以上高齢単身者世帯の３８５世帯の増加などです。 

男鹿市の３世代世帯は、平成２７年では一般世帯のうちの１０パーセントで、平成２２年と比較すると５ポイント減少となっています。秋田県は１３パーセント

で３ポイントの減少、全国では、６パーセントで１ポイントの減少ですので、３世代世帯の割合は、男鹿市は全国より高いものの秋田県より低い状況で、減少が進

んでいます。 

６５歳以上高齢単身者世帯は、平成２７年では一般世帯のうちの１６パーセントで、平成２２年と比較すると４ポイント増加となっています。秋田県は１２パー

セントで２ポイントの増加、全国では、１１パーセントで２ポイントの増加ですので、男鹿市が最も高い割合で、また、高齢者の単身世帯化が進んでいます。（表５

－１） 

高齢夫婦のみの世帯は、平成２７年では一般世帯のうちの１８パーセントで、平成２２年と比較すると３ポイント増加となっています。秋田県は１３パーセント

で２ポイントの増加、全国では、１１パーセントで１ポイントの増加ですので、男鹿市が最も高い割合であり、また、高齢者夫婦のみの世帯の増加が進んでいま

す。 

６５歳以上高齢単身者世帯と高齢夫婦のみの世帯の合計世帯数は、平成２７年では３，８５４世帯で、一般世帯のうちの３５パーセントを占めており、平成２２

年と比較すると６７４世帯増加しています。（表５－１）
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地域別では、船川港地区、脇本地区、若美地区で、３世代世帯が１００世帯以上減少し、船川港地区、脇本地区、船越地区、若美地区で、６５歳以上世帯員のみ

の世帯が１００世帯以上増加しています。（表５－２、５－３） 男鹿市の高齢者の人口および高齢者のみの世帯数の増加は、秋田県や全国と比較しても進んでいる

ことから、さらなる医療費の増大が予想されます。 

 

表5-1　世帯数の状況

一般世帯数

世帯総数 一般世帯 施設等の世帯
平成22年組替

世帯総数

うち

核家族世帯

うち

夫婦のみ

の世帯

うち

夫婦と子供

から成る世帯

うち

男親と子供

から成る世帯

うち

女親と子供

から成る世帯

うち

単独世帯

うち

65歳以上の高

齢単身者世帯

男鹿市 11,147 11,106 41 11,625 11,106 6,390 2,858 2,332 178 1,022 2,811 1,810 2,044 1,158

秋田県 388,560 387,392 1,168 390,136 387,392 201,267 79,346 83,310 5,263 33,348 108,141 47,823 49,117 51,831

全　国 53,448,685 53,331,797 116,888 51,950,504 53,331,797 29,754,438 10,718,259 14,288,203 702,903 4,045,073 18,417,922 5,927,686 6,079,126 3,023,024

男鹿市 11,625 11,593 32 11,945 11,593 6,558 2,681 2,679 177 1,021 2,435 1,425 1,755 1,771

秋田県 390,136 389,095 1,041 393,038 389,095 202,645 78,136 86,986 4,856 32,667 95,609 39,463 44,697 63,975

全　国 51,950,504 51,842,307 108,197 49,566,305 51,842,307 29,206,899 10,244,230 14,439,724 664,416 3,858,529 16,784,507 4,790,768 5,250,952 3,657,711

※国勢調査　市区町村別主要統計表

27年

22年

世　　帯

（再掲）

高齢夫婦世帯

（夫65歳以上妻60歳以上の夫

婦1組のみの一般世帯）

（再掲）

３世代世帯
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（２）被保険者の状況 

平成25年度末から平成28年末では、全体の被保険者数は、1,131人減少しています。 

減少の主な要因は、後期高齢者医療へ加入するための資格喪失によるものです。また、特定健診受診対象者の40歳から74歳までの被保険者数について比較する

と、平成28年度では6,842 人、平成25年度では7,527 人で、685人減少しています。 

表5-2　平成27年国勢調査による地域の一般世帯の状況

一般世帯数

うち

夫婦のみ

の世帯

うち

夫婦と子供

から成る世帯

うち夫婦と

6歳未満の子供

から成る世帯

うち夫婦と

18歳未満の子供

から成る世帯

うち

65歳以上の高

齢単身者世帯

船川港 3,055 1,719 791 577 79 191 398 14 924 583 2,067 1,144 230

戸賀 234 121 77 23 0 0 25 1 87 56 190 115 6

北浦 1,163 631 350 168 16 27 179 4 349 257 902 522 104

男鹿中 409 218 132 58 0 4 85 1 105 79 322 184 47

五里合 531 290 125 99 8 20 147 0 94 69 411 159 81

脇本 1,516 873 382 316 44 110 292 6 345 237 1,048 494 195

船越 2,230 1,480 553 702 164 425 242 11 497 265 1,042 544 163

若美 1,968 1,058 448 389 39 117 492 8 410 264 1,376 572 332

合　計 11,106 6,390 2,858 2,332 350 894 1,860 45 2,811 1,810 7,358 3,734 1,158

※平成27年国勢調査  第6表　世帯の家族類型（6区分）別一般世帯数，一般世帯人員及び１世帯当たり人員

表5-3　平成27年～平成22年　地域の一般世帯増減数

一般世帯数

うち

夫婦のみ

の世帯

うち

夫婦と子供

から成る世帯

うち夫婦と

6歳未満の子供

から成る世帯

うち夫婦と

18歳未満の子供

から成る世帯

うち

65歳以上の高

齢単身者世帯

船川港 -168 -83 6 -114 -5 -27 -181 -3 99 105 71 164 -150 

戸賀 -28 -17 -1 -13 -1 -3 -18 0 7 6 -1 6 -10 

北浦 -102 -67 -18 -41 3 -10 -81 -1 47 71 8 91 -62 

男鹿中 -48 -18 17 -30 -1 -6 -43 -1 14 16 -8 41 -37 

五里合 -48 4 9 -8 0 2 -54 0 2 7 -26 18 -58 

脇本 6 29 47 -17 13 4 -105 -2 84 57 50 119 -108 

船越 -13 2 86 -70 -45 -35 -57 -12 54 63 105 132 -52 

若美 -86 -18 31 -54 -15 -27 -139 2 69 60 41 127 -136 

合　計 -487 -168 177 -347 -51 -102 -678 -17 376 385 240 698 -613 

※平成22年および平成27年国勢調査  第6表　世帯の家族類型（6区分）別一般世帯数，一般世帯人員及び１世帯当たり人員

（再掲）

65歳以上世帯

員のみの世帯

（再掲）

３世代世帯
うち

核家族

世帯

うち

核家族以外の

世帯

うち

非親族を含む

世帯

うち

単独

世帯

（再掲）

65歳以上世帯

員のいる世帯

（再掲）

65歳以上世帯

員のみの世帯

（再掲）

３世代世帯
うち

核家族

世帯

うち

核家族以外の

世帯

うち

非親族を含む

世帯

うち

単独

世帯

（再掲）

65歳以上世帯

員のいる世帯
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また、毎年、被保険者数が減少し続けていますが、60歳以上の被保険者数の占める割合は増加しており、平成25年度では60.8％の割合でしたが、平成28年度で

は67.0％となり割合が増加しています。（表６-1） 

 

 

  

４０歳以上の被保険者は、男性では若美地区に居住する者が多く、女性では船川第一地区に居住する者が多くなっています。 

男性の年齢別では、すべての年齢層で、若美地区の被保険者数が最も多いことが分かります。女性の年齢別では、７０歳以上で船川第一地区の被保険者が最も多

く、その他の年齢層では、若美地区の被保険者数が最も多いことが分かります。（表６－２） 

 

表6-1　被保険者数の状況（年度末現在） （単位：人）

男 女 計 比率 男 女 計 比率 男 女 計 比率 男 女 計 比率

  ０～  ９ 70 80 150 1.9% 91 98 189 2.3% 96 98 194 2.2% 107 107 214 2.4%

１０～１９ 112 144 256 3.2% 120 151 271 3.3% 151 184 335 3.9% 175 204 379 4.2%

２０～２９ 114 90 204 2.6% 131 120 251 3.0% 149 151 300 3.5% 160 161 321 3.6%

３０～３９ 244 188 432 5.5% 276 199 475 5.7% 314 213 527 6.1% 323 251 574 6.4%

４０～４９ 349 253 602 7.6% 376 267 643 7.8% 382 291 673 7.8% 401 315 716 7.9%

５０～５９ 504 453 957 12.1% 556 519 1,075 13.0% 613 578 1,191 13.7% 692 642 1,334 14.8%

６０～６９ 1,643 1,784 3,427 43.5% 1,711 1,859 3,570 43.0% 1,717 1,872 3,589 41.4% 1,729 1,918 3,647 40.5%

７０～７４ 887 969 1,856 23.5% 864 956 1,820 21.9% 857 997 1,854 21.4% 838 992 1,830 20.3%

合   計 3,923 3,961 7,884 100.0% 4,125 4,169 8,294 100.0% 4,279 4,384 8,663 100.0% 4,425 4,590 9,015 100.0%

※国民健康保険事業状況報告書（事業年報）

平成２８年度 平成２7年度 平成２6年度 平成２5年度
年齢
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被保険者数の異動状況では、各年度とも増加数より減少数が多くなっています。社会保険の得喪による異動は人数が多いもののほとんどが相殺されており、後期

高齢者医療制度への移行が被保険者数減少の主な要因となっています。（表６－３） 

被保険者数の減少は、国民健康保険事業を支える国民健康保険税の減収につながり、また、高齢者の増加が医療費の増加につながることから、国保財政がさらに

厳しくなることも想定されます。 

表6-2　 28年度　地域別被保険者（４０歳以上）

合計 船川第一 船川第二 椿 男鹿中 五里合 北浦 戸賀 脇本 船越 若美

40-49歳 10.3% 1.4% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 1.4% 0.2% 1.3% 1.5% 2.7%

50-59歳 14.4% 2.0% 0.4% 0.2% 1.1% 1.2% 1.6% 0.3% 1.8% 1.7% 4.1%

60-69歳 48.1% 7.7% 2.1% 1.7% 2.5% 3.6% 5.5% 1.2% 6.6% 6.7% 10.6%

70-74歳 27.3% 4.9% 2.0% 1.1% 1.5% 1.2% 3.6% 0.6% 3.5% 4.0% 5.1%

男性計 100.0% 16.0% 5.0% 3.2% 5.6% 6.4% 12.0% 2.3% 13.3% 13.8% 22.5%

40-49歳 5.5% 0.9% 0.2% 0.1% 0.1% 0.3% 0.6% 0.1% 0.6% 1.1% 1.4%

50-59歳 10.3% 1.5% 0.3% 0.2% 0.7% 0.9% 1.1% 0.2% 1.2% 1.9% 2.2%

60-69歳 41.4% 6.9% 2.5% 1.2% 1.7% 2.3% 5.0% 1.0% 5.6% 6.5% 8.6%

70-74歳 42.9% 23.6% 1.3% 0.8% 1.1% 1.1% 3.0% 0.5% 3.1% 3.6% 4.7%

女性計 100.0% 32.9% 4.2% 2.3% 3.7% 4.6% 9.7% 1.8% 10.6% 13.2% 16.9%

※KDBデータ　様式６－８

男

性

女

性

-17-



 

 

 

 

 

 

第２節 前期計画の考察 

前期計画では、がん、糖尿病、高血圧症、慢性腎不全などの医療費および罹患者数が多いことから、課題を生活習慣病の発症や重症化を予防することとしまし

た。また、課題解決のための目的を、がん、糖尿病、高血圧症、慢性腎不全の罹患者数を減少させ医療費を抑制することとし、目的達成のための目標は、特定健康

診査実施率、特定保健指導実施率の向上、メタボ該当者・予備群の減少を掲げました。 

表6-3　　被保険者の異動状況

人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比

転　入 121 12.1% 140 14.6% 162 14.0% 124 10.5% 152 12.5%
社保離脱 711 71.0% 660 68.8% 880 76.3% 1,007 85.5% 1,006 82.7%

生保廃止 16 1.6% 16 1.7% 23 2.0% 21 1.8% 22 1.8%
出　生 13 1.3% 13 1.3% 9 0.8% 14 1.2% 25 2.1%

後期高齢離脱 0 0.0% 0 0.0% 1 0.1% 0 0.0% 0 0.0%

その他 140 14.0% 131 13.6% 79 6.8% 12 1.0% 11 0.9%
合　計 1,001 100.0% 960 100.0% 1,154 100.0% 1,178 100.0% 1,216 100.0%

転　出 127 9.0% 159 12.0% 141 9.4% 161 9.9% 170 9.9%

社保加入 659 46.7% 609 45.8% 831 55.2% 965 59.2% 933 54.8%
生保開始 35 2.5% 38 2.9% 73 4.8% 40 2.4% 49 2.9%

死　亡 68 4.8% 60 4.5% 56 3.7% 86 5.3% 83 4.9%
後期高齢加入 400 28.3% 347 26.1% 348 23.1% 368 22.5% 447 26.3%

その他 122 8.7% 116 8.7% 57 3.8% 11 0.7% 21 1.2%

合　計 1,411 100.0% 1,329 100.0% 1,506 100.0% 1,631 100.0% 1,703 100.0%

出典：国民健康保険事業状況報告書（事業年報）より

減

少

要

因

平成28年度 平成27年度 平成26年度 平成25年度 平成24年度

増

加

要

因

-18-



特定健康診査の受診は、自らの健康を管理するために有効ですので、特定健康診査実施率の向上により、生活習慣病に対する意識の向上を図ることができます。

本市は、実施率が低迷しているため、未受診者対策として、受診勧奨通知を送付するほか、戸別訪問による啓発活動を行いました。また、受診しやすい環境づくり

として、日曜健診を実施しました。そのほか、健康相談や健康教室の参加者を増やし、知識の普及向上に努めました。なお、これらの実施による前期計画の課題で

ある罹患者数や医療費の抑制などへの効果については、期間が短く確認できないので引き続き経年比較します。 

計画の評価はデータを経年比較することとしておりますが、平成27年と28年の経年比較では、受診１件あたりの入院単価で、高血圧症、脂質異常症、脳血管疾

患、心疾患が前年度より高くなっており、県内で上位となりました。また、生活習慣病の受療者数は減少しているものの、受療率が増加していることから、効果は

まだ見えないものと考えます。保健事業の評価としては、健康相談や健康教室は参加者数が増加しているので、今後は内容の充実と対象者の拡大により、健康無関

心層の健康管理の意識向上を目指します。特定健康診査実施率の目標は達成できず、前年並みの実施率でしたので、未受診者対策の改善が必要です。一方、特定保

健指導のうち、動機づけ支援について実施率は向上しているので、終了者がいない積極的支援の指導継続については対策が必要となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 分析と健康課題 

第１節 健康・医療の情報の分析 

（１）健康の状況 

   年齢別年度別に特定健康診査実施率をみると、40歳から59歳までの男性では15パーセント以下の低い状態で推移しています。40歳から44歳の女性の実施率
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では、平成27年度以降大きく伸びています。（表７）集団健診で日曜日健診の効果と考えられます。 

 

 

 

 

特定健診受診者のうち、平成28年度のメタボリックシンドローム該当者は、男性21.8％、女性8.5％で、いずれも同規模市、県、国よりも低い状況にあります。

平成27年度と比較すると、男性で1.7ポイント、女性で0.8ポイント増加しています。 

平成28年度のメタボリックシンドローム予備群は、男性19.8％、女性4.7％で、男性ではいずれも同規模市、県、国よりも高く、女性では最も低くなっていま

す。平成27年度と比較すると、男性で2.4ポイント、女性で0.3ポイント増加しています（表８－１） 

表7　年齢別の特定健康診査受診者の推移 （単位：％）

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

40-44歳 9.9 3.2 4.7 7.5 6.5 8.6 10.8 8.4 11.8

45-49歳 10.9 7.6 6.1 8.1 8.5 10.3 6.5 7.1 11

50-54歳 8.5 6 7.7 8.5 11.1 10.8 8 10.9 11.6

55-59歳 12.9 8.4 8.5 10.7 11.8 12.9 11.1 11.6 13.5

60-64歳 17.9 14.1 16 17.5 17.4 20.7 17.3 20.5 18.9

65-69歳 25.9 22.2 20.2 19.6 21.7 21.9 23.4 24.3 23.7

70-74歳 25 20.7 20.8 22 23.5 24.8 25.2 24.2 23.5

男性計 18.8 15 15.1 16.3 17.6 19.2 18.8 19.9 20

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

40-44歳 7.6 5.7 5.3 6.4 9.7 9.4 8.3 12.1 24.7

45-49歳 18.4 14 10.1 12.3 13.6 13.2 11.9 14.9 11.6

50-54歳 17.9 14.4 15.1 16.2 16.6 16.6 13.2 14.9 15.3

55-59歳 24.9 24.1 23.9 22 24.3 22.9 23.8 20.8 23.9

60-64歳 29.7 24.6 24.4 26.6 29 31.1 33.2 34.2 28.7

65-69歳 34.4 28.4 30.1 28.7 29.4 29.5 28.6 30.6 29.5

70-74歳 31.4 24 23.4 24.5 24.9 26.9 27.5 28.6 26.5

女性計 28.3 23.3 23.3 23.8 25.2 26.3 26.5 27.8 26.5
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メタボリックシンドローム予備群、該当者とも、高血圧である所見を有する者が多い状況です。また脂質異常は40歳から64歳までの年代で多くなっています。

また、該当者では、腹囲有所見者で血圧および脂質の基準を超えた者が増加しています。（表８－２） 

 

 

 

表8-1　特定健康診査の実施状況 （単位：％）

男鹿市 秋田県 同規模 全国 男鹿市 秋田県 同規模 全国 男鹿市 秋田県 同規模 全国

受診率 -0.6 -0.1 0.1 0.5 23.3 36.3 38.0 34.0 23.9 36.4 37.9 33.5

メタボ該当者 1.4 0.4 0.7 0.6 14.2 17.7 17.7 17.3 12.8 17.3 17.0 16.7

男性 1.7 0.7 1.1 1.0 21.8 28.1 27.3 27.5 20.1 27.4 26.2 26.5

女性 0.8 0.0 0.3 0.3 8.5 9.6 10.1 9.5 7.7 9.6 9.8 9.2

メタボ予備群 1.4 0.1 0.1 0.0 11.1 10.2 10.7 10.7 9.7 10.1 10.6 10.7

男性 2.4 0.4 0.1 0.1 19.8 16.4 16.6 17.2 17.4 16.0 16.5 17.1

女性 0.3 -0.2 0.1 0.0 4.7 5.5 6.1 5.8 4.4 5.7 6.0 5.8

※KDBデータ　P21-001

平成28年度 平成27年度比較（28-27）
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表8-2　　メタボリックシンドローム該当者・予備群の状況 （単位：人、％）

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

40-64歳 197 15 14 7.1 36 18.3 0 0.0 23 11.7 13 6.6 44 22.3 5 2.5 5 2.5 26 13.2 8 4.1

男性 65-74歳 440 23.8 14 3.2 90 4.9 6 1.4 74 4.6 10 2.3 95 21.6 14 3.2 6 1.4 50 11.4 25 5.7

合　計 637 20.2 28 4.4 126 19.8 6 0.9 97 15.2 23 3.6 139 21.8 19 3.0 11 1.7 76 11.9 33 5.2

40-64歳 290 23.8 6 2.1 12 4.1 0 0.0 9 3.1 3 1.0 18 6.2 3 1.0 2 0.7 10 3.4 3 1.0

女性 65-74歳 566 28.1 5 0.9 28 4.9 0 0.0 26 4.6 2 0.4 55 9.7 10 1.8 2 0.4 30 5.3 13 2.3

合　計 856 26.5 11 1.3 40 4.7 0 0.0 35 4.1 5 0.6 73 8.5 13 1.5 4 0.5 40 4.7 16 1.9

40-64歳 202 14.1 8 4.0 35 17.3 0 0.0 21 10.4 14 6.9 45 22.3 7 3.5 1 0.5 24 11.9 13 6.4

男性 65-74歳 455 24.4 19 4.2 79 17.4 4 0.9 68 14.9 7 1.5 87 19.1 20 4.4 7 1.5 39 8.6 21 4.6

合　計 657 19.9 27 4.1 114 17.4 4 0.6 89 13.5 21 3.2 132 20.1 27 4.1 8 1.2 63 9.6 34 5.2

40-64歳 333 24.8 8 2.4 9 2.7 1 0.3 7 2.1 1 0.3 15 4.5 1 0.3 1 0.3 10 3.0 3 0.9

女性 65-74歳 611 29.7 3 0.5 33 5.4 0 0.0 31 5.1 2 0.3 58 9.5 10 1.6 1 0.2 26 4.3 21 3.4

合　計 944 27.7 11 1.2 42 4.4 1 0.1 38 4.0 3 0.3 73 7.7 11 1.2 2 0.2 36 3.8 24 2.5

40-64歳 -5 0.9 6 3.1 1 1.0 0 0.0 2 1.3 -1 -0.3 -1 0.0 -2 -1.0 4 2.0 2 1.3 -5 -2.3 

男性 65-74歳 -15 -0.6 -5 -1.0 11 -12.5 2 0.5 6 -10.3 3 0.8 8 2.5 -6 -1.2 -1 -0.1 11 2.8 4 1.1

合　計 -20 0.3 1 0.3 12 2.4 2 0.3 8 1.7 2 0.4 7 1.7 -8 -1.1 3 0.5 13 2.3 -1 0.0

40-64歳 -43 -1.0 -2 -0.3 3 1.4 -1 -0.3 2 1.0 2 0.7 3 1.7 2 0.7 1 0.4 0 0.4 0 0.1

女性 65-74歳 -45 -1.6 2 0.4 -5 -0.5 0 0.0 -5 -0.5 0 0.1 -3 0.2 0 0.2 1 0.2 4 1.0 -8 -1.1 

合　計 -88 -1.2 0 0.1 -2 0.3 -1 -0.1 -3 0.1 2 0.3 0 0.8 2 0.3 2 0.3 4 0.9 -8 -0.6 

※ 厚生労働省様式６－８　

28年度

27年度

比較

28-27

腹囲有所見の重複状況

高血糖 高血圧 脂質異常症 血糖＋血圧 血糖＋脂質 血圧＋脂質 3項目全て
健診受診者 腹囲のみ 予備群

腹囲有所見の重複状況
該当者
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特定健診受診者で有所見者の割合をみると、各項目ともに男性が女性よりも高い割合となっています。 

男性40歳から 64歳の若い世代においては、収縮期血圧130以上の者の項目以外の項目について高い割合となっています。男性65歳から74歳では、HbA１ｃ5.6

以上の者の割合、収縮期血圧130以上の者の割合が高いです。 

女性40～64歳の若い世代においては、秋田県および国より特に高い割合を示す項目はありませんが、女性65歳から74歳では、BMI25以上の者の割合、腹囲90セ

ンチ以上の者の割合、HbA１ｃ5.6以上の者の割合、収縮期血圧130以上の者の割合について高い割合となっています。男性65歳～74歳では、収縮期血圧130以上

の者の割合が高いです。 

平成27年度と比較すると、女性では各項目の割合に減少がみられますが、男性では、割合が増加しており、改善が必要な状態です。（表８－３） 
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表8-3　有所見割合の状況 （単位：人、％）

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

全国（割合）

県（割合）

合計 235 36.9 293 46.0 154 24.2 148 23.2 58 9.1 277 43.5 336 52.7 178 27.9 253 39.7 － －

40‐64歳 83 42.1 94 47.7 61 31.0 61 31.0 22 11.2 76 38.6 94 47.7 68 34.5 90 45.7 － －

65‐74歳 152 34.5 199 45.2 93 21.1 87 19.8 36 8.2 201 45.7 242 55.0 110 25.0 163 37.0 － －

全国（割合）

県（割合）

合計 217 33.1 273 41.6 152 23.2 173 26.4 49 7.5 268 40.9 384 58.6 184 28.1 242 36.9 10 1.5

40‐64歳 70 34.7 88 43.6 62 30.7 64 31.7 17 8.4 70 34.7 103 51.0 64 31.7 86 42.6 3 1.5

65‐74歳 147 32.5 184 40.6 90 19.9 109 24.1 32 7.1 198 43.7 281 62.0 120 26.5 156 34.4 7 1.5

全国（割合）

県（割合）

合計 18 3.8 20 4.4 2 1.0 -25 -3.2 9 1.6 9 2.6 -48 -5.9 -6 -0.2 11 2.8 － －

40‐64歳 13 7.4 6 4.1 -1 0.3 -3 -0.7 5 2.8 6 3.9 -9 -3.3 4 2.8 4 3.1 － －

65‐74歳 5 2.0 15 4.6 3 1.2 -22 -4.3 4 1.1 3 2.0 -39 -7.0 -10 -1.5 7 2.6 － －

（単位：人、％）

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

全国（割合）

県（割合）

合計 249 29.1 124 14.5 125 14.6 77 9.0 15 1.8 349 40.8 403 47.1 121 14.1 426 49.8 － －

40‐64歳 71 24.5 36 12.4 47 16.2 30 10.3 3 1.0 100 34.5 103 35.5 36 12.4 144 49.7 － －

65‐74歳 178 31.4 88 15.4 78 13.8 47 8.3 12 2.1 249 44.0 300 53.0 85 15.0 282 49.8 － －

全国（割合）

県（割合）

合計 274 29.0 126 13.3 99 10.5 109 11.5 14 1.5 405 42.9 483 51.2 146 15.5 494 52.3 1 0.1

40‐64歳 83 24.9 32 9.6 34 10.2 44 13.2 4 1.2 124 37.2 119 35.7 45 13.5 185 55.6 1 0.3

65‐74歳 191 31.3 94 15.4 65 10.6 65 10.6 10 1.6 281 46.0 364 59.6 101 16.5 309 50.6 0 0.0

全国（割合）

県（割合）

合計 -25 0.1 -2 1.2 26 4.1 -32 -2.5 1 0.3 -56 -2.1 -80 -4.1 -25 -1.4 -68 -2.5 － －

40‐64歳 -12 -0.4 4 2.8 13 6.0 -14 -2.9 -1 -0.2 -24 -2.7 -16 -0.2 -9 -1.1 -41 -5.9 － －

65‐74歳 -13 0.1 -6 0.0 13 3.2 -18 -2.3 2 0.5 -32 -2.0 -64 -6.6 -16 -1.5 -27 -0.8 － －

※ 厚生労働省様式６－２～６－７

0.1 -0.6 -1.7 0.0

男鹿市

男

性

女

性

0.2 -0.3 0.4 0.1 0.0 -6.2

-0.1 0.8 -0.4 -0.2 -1.2 0.0

比較

28-27

0.3 0.3 0.2 0.0

16.0 53.0 0.1

男鹿市

14.6 58.4 0.2

24.7 17.0 17.9 9.8 1.8 52.1 46.8

27年度

20.3 17.0 16.0 8.7 1.9 54.4 43.1

46.9 15.4 51.3 0.1

男鹿市

24.9 16.7 18.3 9.9 1.8 45.9

1.8 55.2 42.7 14.4 57.2 0.2

28年度

20.6 17.3 16.2 8.7

130以上 85以上 120以上 1.3以上

収縮期血圧 拡張期血圧 LDL－C クレアチニン

25以上 90以上 150以上 31以上 40未満 5.6以上

BMI 腹囲 中性脂肪 ALT（GPT） HDL－C HbA１ｃ

-3.9 -0.3 -1.3 -1.8 0.1

男鹿市

28.6 -0.2 -0.2 -1.1 0.2

0.4 1.3 0.1 -0.7 0.2
比較

28-27

0.8 1.2 0.2 0.3

28年度

27年度

-0.2

51.9 55.7 29.3 41.4 1.0

男鹿市

32.5 47.4 31.7 23.2 7.0

8.8 27.1 49.6 24.3 48.6 1.629.8 49.0 28.0 20.2

48.0 55.4 28.0 39.6 1.1

男鹿市

32.9 48.7 31.8 22.5 7.2

8.6 55.7 49.4 24.1 47.5 1.8

5.6以上 130以上 85以上 120以上 1.3以上

30.6 50.2 28.2 20.5

HbA１ｃ 収縮期血圧 拡張期血圧 LDL－C クレアチニン

25以上 85以上 150以上 31以上 40未満

BMI 腹囲 中性脂肪 ALT（GPT） HDL－C
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平成28年度の質問票調査状況では、高血圧症、糖尿病、脂質異常症の服薬状況から、秋田県、同規模、全国と比較すると、男女とも高血圧症が高くなっていま

す。また、20歳時体重から10キロ以上増加の項目で男女とも、最も割合が高く、男性では、ほとんどの項目で秋田県、同規模、全国と比較して最も高い割合となっ

ております。男鹿市の平成28年度と27年度を比較すると、運動習慣に関する項目に改善が見られるほか、改善意欲が増加していることがわかります。（表８－４） 
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表8-4　質問調査票の状況

服薬

高血圧症

服薬

糖尿病

服薬

脂質異常

症

喫煙習慣

20歳時体重か

ら10キロ以上

増加

1回30分以

上の運動

習慣なし

1日１時間

以上運動

なし

歩行速度

遅い

週3回以上

夕食後に

間食

週3回以上

朝食を抜く
毎日飲酒 睡眠不足

改善意欲

なし

改善意欲

あり

男鹿市 41.9 10.0 17.6 25.9 40.2 57.9 42.3 54.3 10.9 6.4 55.2 16.7 41.0 28.1

秋田県 41.4 9.9 18.7 26.5 35.8 57.3 36.9 52.4 10.2 6.8 54.6 17.3 40.0 27.3

同規模 39.6 11.1 18.4 24.9 37.8 59.6 44.4 53.5 11.5 8.9 47.0 21.8 39.2 25.8

全国 38.1 10.3 18.8 24.9 40.5 56.8 47.1 49.3 11.3 11.1 45.4 22.8 34.7 26.1

男鹿市 40.9 9.2 16.2 25.5 37.9 59.2 45.0 54.8 11.0 5.3 56.8 13.4 46.6 24.1

秋田県 40.2 9.5 17.7 26.7 35.1 58.0 36.6 52.5 10.2 6.6 55.3 16.7 40.6 27.1

同規模 38.6 10.5 17.3 25.0 37.2 59.7 43.8 53.3 11.4 8.8 47.3 21.3 39.7 26.0

全国 37.4 9.9 18.1 25.0 39.8 56.7 46.4 49.0 11.3 10.8 45.8 22.3 35.0 26.1

男鹿市 1.0 0.8 1.4 0.4 2.3 -1.3 -2.7 -0.5 -0.1 1.1 -1.6 3.3 -5.6 4.0

秋田県 1.2 0.4 1.0 -0.2 0.7 -0.7 0.3 -0.1 0.0 0.2 -0.7 0.6 -0.6 0.2

同規模 1.0 0.6 1.1 -0.1 0.6 -0.1 0.6 0.2 0.1 0.1 -0.3 0.5 -0.5 -0.2 

全国 0.7 0.4 0.7 -0.1 0.7 0.1 0.7 0.3 0.0 0.3 -0.4 0.5 -0.3 0.0

服薬

高血圧症

服薬

糖尿病

服薬

脂質異常

症

喫煙習慣

20歳時体重か

ら10キロ以上

増加

1回30分以

上の運動

習慣なし

1日１時間

以上運動

なし

歩行速度

遅い

週3回以上

夕食後に

間食

週3回以上

朝食を抜く
毎日飲酒 睡眠不足

改善意欲

なし

改善意欲

あり

男鹿市 34.8 3.9 28.3 3.7 32.6 61.6 45.1 53.4 15.3 4.3 6.1 21.1 27.3 28.8

秋田県 32.3 5.0 29.5 4.2 26.1 63.1 38.5 52.9 12.6 4.4 9.1 21.1 30.8 30.4

同規模 32.2 6.0 28.3 4.5 25.8 64.0 45.6 56.2 12.4 5.2 8.1 26.3 29.0 29.0

全国 30.1 5.3 27.2 6.1 25.7 60.4 47.0 51.0 12.3 6.8 10.5 26.9 27.6 28.2

男鹿市 35.4 4.7 29.3 3.3 30.9 63.6 46.8 54.3 13.1 3.3 5.5 19.7 28.7 31.9

秋田県 32.1 4.9 28.8 4.0 26.3 64.0 38.6 52.3 12.6 4.3 8.7 20.8 31.2 30.4

同規模 32.0 5.7 27.3 4.5 25.7 64.0 45.2 56.2 12.6 5.1 7.9 25.4 29.7 29.2

全国 30.0 5.2 26.6 6.1 25.5 60.3 45.6 50.8 12.3 6.6 10.3 26.4 27.9 28.2

男鹿市 -0.6 -0.8 -1.0 0.4 1.7 -2.0 -1.7 -0.9 2.2 1.0 0.6 1.4 -1.4 -3.1 

秋田県 0.2 0.1 0.7 0.2 -0.2 -0.9 -0.1 0.6 0.0 0.1 0.4 0.3 -0.4 0.0

同規模 0.2 0.3 1.0 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0 -0.2 0.1 0.2 0.9 -0.7 -0.2 

全国 0.1 0.1 0.6 0.0 0.2 0.1 1.4 0.2 0.0 0.2 0.2 0.5 -0.3 0.0

※ KDBデータ　P25_001

男

性

28年度

27年度

比較

28-27

28年度

27年度

比較

28-27

女

性
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（２）医療の状況 

男鹿市の1人当たり医療費は、県内25市町村平均と比較して高く、また県内27保険者中の高額な順で常に上位となっています。（表９） 

 

 

 
 

表9　1人当たり医療費の推移 （単位：円）

男鹿市 （ 4 位） 428,173（ 5 位） 410,816（ 1 位） 416,513（ 2 位） 389,958（ 3 位） 379,778（ 4 位） 364,430 ( 2 位） 359,717（ 3 位） 351,338

県内市町村 382,518 365,181 354,830 340,297 332,750 324,738 316,457 307,904

※国民健康保険事業状況報告書（事業年報）

※県内27保険者中の高額な医療費の順位

21年度 20年度27年度 26年度 25年度 24年度 23年度 22年度
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男鹿市の国民健康保険医療費総額に占める割合が高い最大医療資源傷病名は、がんで、平成28年度では医療費総額の27パーセントを占めており、平成27年度と

比較すると3.8ポイント増加しています。がんの医療費総額に占める割合は、秋田県、同規模保険者、国ともに最も多くなっています。他の最大医療資源傷病名に

ついては医療費総額に占める割合が、平成27年度と比較し減少しておりますが、順位は変わっていない状況です。（表１０） 

 

 

 

 

 

表１０　医療費分析総額に占める割合最大医療資源傷病名（調剤含む）　

がん 精神 筋・骨格 糖尿病 高血圧症 慢性腎不全 その他

男鹿市 27.0 17.8 13.8 10.5 9.7 8.7 12.6

秋田県 27.0 17.9 14.7 9.9 10.2 7.9 12.3

同規模 23.9 19.6 15.2 9.9 8.9 9.2 13.4

国 25.6 16.9 15.2 9.7 8.6 9.7 14.2

男鹿市 23.2 17.9 15.0 11.1 10.9 9.8 12.3

秋田県 24.3 17.9 15.5 10.1 11.2 7.8 13.0

同規模 22.2 19.5 15.3 10.0 9.7 9.2 14.0

国 24.1 16.8 15.2 9.9 9.4 9.6 15.1

男鹿市 3.8 -0.1 -1.2 -0.6 -1.2 -1.1 0.3

秋田県 2.7 0.0 -0.8 -0.2 -1.0 0.1 -0.7 

同規模 1.7 0.1 -0.1 -0.1 -0.8 0.0 -0.6 

国 1.5 0.1 0.0 -0.2 -0.8 0.1 -0.9 

※KDBデータ　P21_003

※主病名は「最大医療資源」（医療のレセプトデータから最も医療資源行為（診療行為、医薬品、特定機材）を要した


　もの）に基づき決定している。

28年度

27年度

比　較

（28－27）
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平成28年度の受診１件当たりの医療費では、県内２７保険者中、脂質異常症にかかる医療費が、入院で県内第９位、外来で県内第３位、高血圧症にかかる医療費

が、入院で第９位、外来で第４位、脳血管疾患にかかる医療費が、入院で県内第７位、外来で県内第１３位、歯肉炎・歯周病にかかる医療費が、入院で県内第５位

となっています。 

平成27年度と比較すると、歯肉炎・歯周病の入院1件当たり医療費が216,611円増加し県内順位が高額な順で7位から5位へ、脳血管疾患の入院1件当たり医療

費が89,194円増加し県内順位が高額な順で15位から 7位へ、心疾患の入院1件当たり医療費が76,407円増加し県内順位が高額な順で19位から10位へ、脂質異常

症の入院1件当たり医療費が74,638円増加し県内順位が高額な順で22位から9位となっています。また、腎不全の入院1件当たり医療費が201,167円減少し県内

順位が高額な順で4位から18位へ、悪性新生物の入院1件当たり医療費が49,537 円減少し県内順位が高額な順で2位から14位となっています。 

男鹿市の入院1件当たりの医療費では、平成28年度で心疾患の676,991円が最も高額で、平成27年度では腎不全の819,426円が最も高額となっており、外来1

件当たりの医療費では、平成28年度で腎不全の165,156円が最も高額で、平成27年度でも腎不全の182,731 円が最も高額となっています。（表１１） 
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表１１　男鹿市の生活習慣病受診状況（1件当たりの単価）

入院 （16 位） 588,305 円 （ 9 位） 611,176 円 （ 9 位） 576,467 円 （ 7 位） 661,425 円 （10 位） 676,991 円 （18 位） 618,259 円 （16 位） 455,832 円 （14 位） 625,280 円 （ 5 位） 233,060 円

外来 （16 位） 34,238 円 （ 4 位） 30,893 円 （ 3 位） 29,784 円 （13 位） 36,920 円 （ 6 位） 43,947 円 （10 位） 165,156 円 （ 8 位） 30,152 円 （13 位） 54,894 円 （13 位） 14,947 円

入院 （16 位） 566,979 円 （ 20 位） 566,600 円 （ 22 位） 501,829 円 （15 位） 572,231 円 （19 位） 600,584 円 （ 4 位） 819,426 円 （ 8 位） 463,566 円 （ 2 位） 674,817 円 （ 7 位） 16,449 円

外来 （15 位） 35,634 円 （ 4 位） 31,948 円 （ 5 位） 30,276 円 （14 位） 37,322 円 （ 9 位） 43,375 円 （ 7 位） 182,731 円 （ 8 位） 31,635 円 （ 5 位） 54,505 円 （14 位） 14,963 円

入院 （ 0 位） 21,326 円 （ -11 位） 44,576 円 （ -13 位） 74,638 円 （-8 位） 89,194 円 （-9 位） 76,407 円 （14 位） -201,167 円 （ 8 位） -7,734 円 （12 位） -49,537 円 （-2 位） 216,611 円

外来 （ 1 位） -1,396 円 （ 0 位） -1,055 円 （ -2 位） -492 円 （-1 位） -402 円 （-3 位） 572 円 （ 3 位） -17,575 円 （ 0 位） -1,483 円 （ 8 位） 389 円 （-1 位） -16 円

※KDBデータ　P21_003

比　較

（28-27）

精神 悪性新生物 歯肉炎・歯周病
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平成29年 5月診療分医療費では、循環器系で15.5パーセント、新生物で14.7パーセント、精神障害で14.1パーセント、消化器系で14.0パーセントと全体の

58.3パーセントを占めています。消化器系疾患にかかる医療費では40歳以上で、新生物や循環器系にかかる医療費では50歳以上で、精神障害や内分泌系疾患にか

かる医療費では60歳以上で多くなっています。また、40歳から74歳までの被保険者にかかる医療費は、医療費全体の91.2パーセントを占めています。（表１２） 

 

 

表１２　　医療費の年代別疾病別費用額調べ（平成29年5月診療分）

年　代 別 0～4歳 5～9歳 10～14歳 15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳 計 構成比

1 感染症 88,340 97,410 45,910 11,010 45,720 402,010 690,400 0.3%

2 新生物 300,080 44,260 142,220 783,680 1,904,640 5,927,090 11,109,410 10,894,780 31,106,160 14.7%

3 血液疾患 1,230,680 3,580,780 71,730 4,883,190 2.3%

4 内分泌 2,330 60,950 727,750 25,320 29,140 40,290 110,250 87,750 229,680 332,080 2,097,190 5,243,580 5,266,570 14,252,880 6.7%

5 精神障害 253,180 367,900 64,500 1,359,860 770,560 978,430 1,492,990 2,857,020 2,916,550 6,191,110 8,274,490 4,357,440 29,884,030 14.1%

6 神経系 11,000 16,600 35,000 862,540 44,580 57,700 1,567,750 1,651,380 77,620 1,309,090 2,256,950 2,715,070 10,605,280 5.0%

7 眼疾患 23,590 91,770 94,670 59,260 11,080 4,620 84,270 1,550,210 2,548,520 4,002,700 8,470,690 4.0%

8 耳疾患 3,110 1,720 4,830 0.0%

9 循環器系 15,250 40,910 22,280 60,330 101,680 104,920 668,900 1,340,230 4,295,900 8,031,790 18,022,900 32,705,090 15.5%

10 呼吸器系 176,610 130,500 168,520 53,140 27,930 12,790 998,640 46,690 46,100 76,200 143,580 810,140 3,328,860 6,019,700 2.8%

11 消化器系 77,090 131,620 52,550 92,580 220,420 364,500 374,180 549,230 1,149,530 541,570 1,339,550 1,620,090 7,957,440 7,286,900 7,811,220 29,568,470 14.0%

12 皮膚疾患 69,190 49,350 24,800 12,030 72,990 92,080 2,013,190 2,333,630 1.1%

13 筋骨格系 20,550 40,310 39,150 38,690 23,170 34,950 143,050 105,850 565,750 862,760 1,882,270 1,687,750 6,022,780 3,897,750 15,364,780 7.3%

14 腎尿路生殖器 22,630 10,920 25,670 447,670 541,710 729,590 1,324,770 1,225,760 1,377,150 4,127,480 9,833,350 4.7%

15 妊娠、分娩 627,350 627,350 0.3%

16 周産期 0 0.0%

17 先天異常 1,620 7,620 9,240 0.0%

18 症状、徴候 73,380 26,410 606,670 299,010 1,156,360 2,161,830 1.0%

19 損傷、中毒 66,240 12,340 94,130 40,270 11,230 45,480 803,570 2,853,220 3,926,480 1.9%

20 その他 6,580 53,750 14,710 7,000 52,140 128,120 106,920 186,770 156,740 404,130 1,357,930 2,792,620 3,667,830 8,935,240 4.2%

合　計 900,510 628,590 565,780 1,417,160 2,780,450 1,221,780 3,497,940 7,474,230 5,631,880 3,749,530 8,543,030 14,037,420 35,508,860 58,607,120 66,818,340 211,382,620 100.0%

構成比 0.4% 0.3% 0.3% 0.7% 1.3% 0.6% 1.7% 3.5% 2.7% 1.8% 4.0% 6.6% 16.8% 27.7% 31.6% 100.0%

※秋田県国民健康保険団体連合会による疾病分類別医療費データの分析。国民健康保険診療明細書を対象に、社会保険表章疾病分類表（119項目分類）に基づき分析。

※秋田県国民健康保険団体連合会より提供される男鹿市の5月診療分データによる。

※各年代ごとに疾病別医療費上位10位までを表記し、11位以下は「その他」に分類。
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平成29年 5月診療分では、生活習慣病受療者数は3,780人で、受療率は47.7パーセントで、前年同月と比較して54人減少しているものの、2.1ポイントの増加

となっています。前年同月と比較して、被保険者数が492人、6パーセントの減少に対し、生活習慣病受療者数は54人、受療率は1パーセントの減少にとどまって

いることから、生活習慣病の受療は増加傾向となっています。 

生活習慣病対象者に対する割合では、高血圧症は40歳代で3割、その後年齢とともに増加し、70歳以上では7割の人が罹患しています。脂質異常症では、40歳

代で3割、その後60歳代で5割の人が罹患しています。 

年代別では、30歳代で、被保険者数が44人減少しているものの、生活習慣病受療者数が9人増加しており、生活習慣病レセプト件数も15件増加しています。ま

た、70歳から 74歳で、被保険者数が52人の増加、生活習慣病受療者数が51人の増加で、生活習慣病レセプト件数が70件増加しています。糖尿病は、50歳代で3

割の人が罹患しています。 

20歳代以下では、受療者数が、脳血管疾患で1人増、高尿酸血症で1人増、30歳代では、虚血性心疾患で1人増、高血圧症で2人増、高尿酸血症で2人増、脂質

異常症で1人増となっています。40歳代では、脂質異常症で5人増となっています。50歳代では、受療者数の増加は見られませんが、60歳から64歳では、虚血性

心疾患で4人増、65歳から69歳では、人工透析が3人増、高尿酸血症が16人増となっています。70歳から74歳で、糖尿病が14人増、高血圧症が29人増、高尿酸

血症が23人増、脂質異常症で41人増と増加しています。全体では、高尿酸血症受療者数が29人増加しています。平成29年 5月診療分の生活習慣病対象者は、3人

のうち1人が糖尿病に、5人のうち3人が高血圧症に、2人のうち1人が脂質異常症にり患していることになり、また、生活習慣病受療率はすべての年代で前年同月

と比較して増加しています。（表1３） 

男女別年齢別では、脂質異常症を除くほとんどの項目で男性のほうが女性より、受療者数が多く、生活習慣病対象者に対する割合が高くなっています。また、人

工透析を除くほとんどの項目で、年齢に比例して受療者数および生活習慣病対象者に対する割合が高くなっています。人工透析受療者数は男性の50歳代が多くなっ

ているため、今後の医療費が増加すると予想されます。 
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表１３　生活習慣病全体のレセプト分析　（総数）

人数 ％

（Ｄ/Ｃ）

人数 ％

（Ｅ/Ｃ）

人数 ％

（Ｆ/Ｃ）

人数 ％

（Ｇ/Ｃ）

人数 ％

（Ｈ/Ｃ）

人数 ％

（I/Ｃ）

人数 ％

（Ｊ/Ｃ）

20歳代以下 612 290 46 7.5 2 4.3 0 0.0 0 0.0 2 4.3 0 0.0 3 6.5 4 8.7

30歳代 442 176 91 20.6 0 0.0 1 1.1 2 2.2 5 5.5 14 15.4 6 6.6 13 14.3

40歳代 595 281 162 27.2 4 2.5 5 3.1 1 0.6 45 27.8 55 34.0 10 6.2 56 34.6

50歳代 957 561 373 39.0 41 11.0 22 5.9 6 1.6 110 29.5 194 52.0 35 9.4 165 44.2

60歳～64歳 1,244 929 592 47.6 60 10.1 45 7.6 4 0.7 201 34.0 373 63.0 58 9.8 301 50.8

65歳～69歳 2,206 1911 1256 56.9 193 15.4 117 9.3 8 0.6 497 39.6 852 67.8 141 11.2 686 54.6

70歳～74歳 1,865 2032 1260 67.6 240 19.0 137 10.9 4 0.3 487 38.7 915 72.6 125 9.9 698 55.4

合　　計 7,921 6,180 3,780 47.7 540 14.3 327 8.7 25 0.7 1,347 35.6 2,403 63.6 378 10.0 1,923 50.9

（再掲）40～74歳 6,867 5,714 3,643 53.1 538 14.8 326 8.9 23 0.6 1,340 36.8 2,389 65.6 369 10.1 1,906 52.3

（再掲）65～75歳 4,071 3,943 2,516 61.8 433 17.2 254 10.1 12 0.5 984 39.1 1,767 70.2 266 10.6 1,384 55.0

20歳代以下 731 306 53 7.3 1 1.9 0 0.0 0 0.0 3 5.7 0 0.0 2 3.8 6 11.3

30歳代 486 161 82 16.9 0 0.0 0 0.0 2 2.4 6 7.3 12 14.6 4 4.9 12 14.6

40歳代 650 300 165 25.4 9 5.5 7 4.2 3 1.8 45 27.3 55 33.3 15 9.1 51 30.9

50歳代 1,076 634 411 38.2 42 10.2 25 6.1 8 1.9 121 29.4 217 52.8 38 9.2 185 45.0

60歳～64歳 1,352 953 631 46.7 71 11.3 41 6.5 7 1.1 209 33.1 382 60.5 63 10.0 315 49.9

65歳～69歳 2,305 2002 1283 55.7 203 15.8 127 9.9 5 0.4 509 39.7 899 70.1 125 9.7 707 55.1

70歳～74歳 1,813 1962 1209 66.7 258 21.3 134 11.1 7 0.6 473 39.1 886 73.3 102 8.4 657 54.3

合　　計 8,413 6,318 3,834 45.6 584 15.2 334 8.7 32 0.8 1,366 35.6 2,451 63.9 349 9.1 1,933 50.4

（再掲）40～74歳 7,196 5,851 3,699 51.4 583 15.8 334 9.0 30 0.8 1,357 36.7 2,439 65.9 343 9.3 1,915 51.8

（再掲）65～75歳 4,118 3,964 2,492 60.5 461 18.5 261 10.5 12 0.5 982 39.4 1,785 71.6 227 9.1 1,364 54.7

20歳代以下 -119 -16 -7 0.3 1 2.5 0 0.0 0 0.0 -1 -1.3 0 0.0 1 2.7 -2 -2.6 

30歳代 -44 15 9 3.7 0 0.0 1 1.1 0 -0.2 -1 -1.8 2 0.8 2 1.7 1 -0.3 

40歳代 -55 -19 -3 1.8 -5 -3.0 -2 -1.2 -2 -1.2 0 0.5 0 0.6 -5 -2.9 5 3.7

50歳代 -119 -73 -38 0.8 -1 0.8 -3 -0.2 -2 -0.3 -11 0.1 -23 -0.8 -3 0.1 -20 -0.8 

60歳～64歳 -108 -24 -39 0.9 -11 -1.1 4 1.1 -3 -0.4 -8 0.8 -9 2.5 -5 -0.2 -14 0.9

65歳～69歳 -99 -91 -27 1.3 -10 -0.5 -10 -0.6 3 0.2 -12 -0.1 -47 -2.2 16 1.5 -21 -0.5 

70歳～74歳 52 70 51 0.9 -18 -2.3 3 -0.2 -3 -0.3 14 -0.5 29 -0.7 23 1.5 41 1.1

合　　計 -492 -138 -54 2.1 -44 -0.9 -7 -0.1 -7 -0.2 -19 0.0 -48 -0.4 29 0.9 -10 0.5

（再掲）40～74歳 -329 -137 -56 1.6 -45 -1.0 -8 -0.1 -7 -0.2 -17 0.1 -50 -0.4 26 0.9 -9 0.5

（再掲）65～75歳 -47 -21 24 1.3 -28 -1.3 -7 -0.4 0 -0.0 2 -0.3 -18 -1.4 39 1.5 20 0.3

※厚生労働省様式（様式3-1）　

平成28年

5月診療分

比　較

（29-28）

平成29年

5月診療分

％

（Ｃ/Ａ）

脳血管疾患　Ｄ 虚血性心疾患　Ｅ 高血圧症　Ｈ 高尿酸血症　Ｉ 脂質異常症　Ｊ
総　　数

被保険

者数

Ａ

1カ月の

レセ

件数

Ｂ

生活習慣病対象者　Ｃ 大血管障害
人工透析　Ｆ 糖尿病　Ｇ

糖尿病以外の血管を痛める因子

人数
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 （３）介護保険の状況 

   平成28年度の介護保険第1号被保険者の介護認定者の割合は25.6パーセントと、秋田県、同規模、全国と比較して高くなっています。また、１件当たりの給付

費は93,004円と、3者と比較して一番高く、要介護度が重くなるほど1件当たりの給付費が高額になる傾向があり、要介護度3以上で27年度と比較して1件当たり

給付費が増加しています。また、居宅サービス千人当たり事業所数は3者と比較し最も多く、平成27年度と比較しても増加しており、さらにサービスの受けやすい

状況と考えられます。また、男女別では、1件当たりの給付費は、要支援2以上のすべての区分で女性のほうが高くなっておりますが、重度要介護度の男性にかかる

1件当たり給付費が増額しています。（表１４） 

 

 

 

 

表１４　　要介護別１件当たり給付費 （単位：％、円）

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

男鹿市 25.6 93,004 10,877 16,001 49,767 63,747 114,991 152,611 177,679 4.43 0.26

秋田県 22.6 70,924 10,942 15,724 40,460 54,117 93,230 123,104 144,603 3.67 0.27

同規模 20.5 66,717 10,605 16,324 42,568 51,151 89,625 123,272 145,765 2.76 0.27

全　国 21.2 58,284 10,735 15,996 38,163 48,013 78,693 104,104 118,361 2.58 0.18

男鹿市 25.5 86,888 10,460 16,973 50,159 64,612 112,581 150,935 176,827 4.31 0.26

秋田県 22.4 71,006 10,863 15,961 40,617 54,728 92,700 121,380 144,041 3.57 0.27

同規模 20.4 66,450 10,731 16,703 43,040 54,931 89,599 121,721 145,679 2.68 0.27

全　国 20.7 58,761 10,916 16,550 39,036 49,419 79,970 105,493 121,184 2.48 0.18

男鹿市 0.1 6,116 417 -972 -392 -865 2,410 1,676 852 0.12 0.00

秋田県 0.2 -82 79 -237 -157 -611 530 1,724 562 0.10 0.00

同規模 0.1 267 -126 -379 -472 -3,780 26 1,551 86 0.08 0.00

全　国 0.5 -477 -181 -554 -873 -1,406 -1,277 -1,389 -2,823 0.10 0.00

居宅サービ

ス千人当た

り事業所数

施設サービ

ス千人当た

り事業所数

第１号被保

者の要介護

認定率

１件当た

り給付費

１件当たり給付費

総

計

28年度

27年度

比較

28-27
0
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180,000

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

28年度 要介護度別1件当たり介護給付費

男鹿市 秋田県 同規模 全 国
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要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

男鹿市 16.3 77,507 14,061 14,218 46,839 52,756 95,955 113,395 140,690

秋田県 15.5 59,713 11,662 16,467 37,005 45,864 74,750 96,829 112,838

同規模 14.4 56,732 11,105 16,742 38,439 46,116 73,288 96,953 110,218

全　国 15.3 50,096 11,152 16,509 34,636 41,502 65,500 83,561 91,921

男鹿市 16.2 72,813 11,681 17,943 41,144 58,497 94,258 109,223 127,476

秋田県 15.4 60,004 11,594 16,592 37,284 46,425 74,840 95,652 109,791

同規模 14.3 56,756 11,225 17,053 38,874 46,753 73,072 95,175 110,586

全　国 14.8 50,603 11,324 17,041 35,497 42,592 66,224 84,273 93,383

男鹿市 0.1 4,694 2,380 -3,725 5,695 -5,741 1,697 4,172 13,214

秋田県 0.1 -291 68 -125 -279 -561 -90 1,177 3,047

同規模 0.1 -24 -120 -311 -435 -637 216 1,778 -368 

全　国 0.5 -507 -172 -532 -861 -1,090 -724 -712 -1,462 

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

男鹿市 31.8 98,291 9,833 16,423 50,615 67,433 123,389 167,701 186,632

秋田県 27.2 75,358 10,689 15,541 41,824 57,712 102,004 133,479 156,565

同規模 24.8 70,961 10,436 16,195 44,284 57,994 97,942 134,828 160,392

全　国 25.7 62,076 10,578 15,824 39,777 51,443 85,867 113,783 129,802

男鹿市 31.7 91,556 10,064 16,791 53,219 66,488 120,271 166,537 191,276

秋田県 27 75,343 10,622 15,807 41,940 58,315 101,160 131,659 157,337

同規模 24.7 70,566 10,565 16,598 44,774 58,858 98,006 133,747 160,286

全　国 25.1 62,530 10,762 16,387 40,650 53,028 87,493 115,662 133,388

男鹿市 0.1 6,735 -231 -368 -2,604 945 3,118 1,164 -4,644 

秋田県 0.2 15 67 -266 -116 -603 844 1,820 -772 

同規模 0.1 395 -129 -403 -490 -864 -64 1,081 106

全　国 0.6 -454 -184 -563 -873 -1,585 -1,626 -1,879 -3,586 

※ ＫＤＢデータ　ｓ25_004　　ｓ25_007

※ 緑字：県と比較し20％以上増
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高血圧症、心臓病、筋・骨にかかる疾病については、要介護者の半数以上が罹患していることがわかります。また、男鹿市の平成28年度の認定者の有病率は、秋

田県、同規模、全国と比較すると、脳疾患の有病率が高くなっており、そのほかについては同等の割合となっております。また、高血圧症、脂質異常症、筋骨格、

精神にかかる疾病では男性より女性の有病率が高くなっています。（表１５） 

 

 

 

 

 

表１５　　要介護者の有病の状況 単位：％

糖尿病 高血圧症
脂質

異常症
心臓病 脳疾患 筋・骨格 精神

男鹿市 25.1 53.8 29.3 61.1 33.6 52.6 42.9

秋田県 21.9 53.3 30.2 60.8 27.3 52.9 39.0

同規模 22.3 54.6 28.4 62.5 27.9 54.1 37.8

全　国 22.1 50.9 28.4 58.0 25.5 50.3 35.2

男鹿市 24.8 53.0 28.4 60.2 33.1 51.9 40.9

秋田県 21.7 52.7 29.6 60.2 27.8 52.0 38.0

同規模 21.8 53.9 27.5 61.6 28.2 53.0 36.8

全　国 21.4 49.7 27.3 56.7 25.4 48.9 33.8

男鹿市 0.3 0.8 0.9 0.9 0.5 0.7 2.0

秋田県 0.2 0.6 0.6 0.6 -0.5 0.9 1.0

同規模 0.5 0.7 0.9 0.9 -0.3 1.1 1.0

全　国 0.7 1.2 1.1 1.3 0.1 1.4 1.4

28年度

27年度

比較

28-27

総

計
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糖尿病 高血圧症
脂質

異常症
心臓病 脳疾患 筋・骨格 精神

男鹿市 28.0 50.4 22.7 60.2 36.4 45.6 37.8

秋田県 25.7 50.0 24.2 58.8 33.8 44.8 33.8

同規模 26.7 52.0 23.9 61.0 34.4 47.2 34.4

全　国 26.0 48.3 24.2 56.3 30.8 42.5 31.2

男鹿市 26.7 49.9 22.9 58.8 37.1 45.4 35.0

秋田県 25.3 49.7 23.6 58.5 34.3 44.2 33.3

同規模 26.1 51.4 23.1 60.3 34.7 46.3 33.7

全　国 25.3 47.3 23.2 55.2 30.8 41.5 30.3

男鹿市 1.3 0.5 -0.2 1.4 -0.7 0.2 2.8

秋田県 0.4 0.3 0.6 0.3 -0.5 0.6 0.5

同規模 0.6 0.6 0.8 0.7 -0.3 0.9 0.7

全　国 0.7 1.0 1.0 1.1 0.0 1.0 0.9

糖尿病 高血圧症
脂質

異常症
心臓病 脳疾患 筋・骨格 精神

男鹿市 24.1 55.0 31.5 61.4 32.6 55.0 44.7

秋田県 20.4 54.6 32.6 61.6 24.8 56.0 41.1

同規模 20.5 55.7 30.2 63.1 25.2 57.0 39.2

全　国 20.3 52.0 30.4 58.7 23.0 53.9 36.9

男鹿市 24.2 54.1 30.3 60.7 31.8 54.1 43.0

秋田県 20.3 53.9 31.9 60.9 25.2 55.1 39.8

同規模 20.0 54.9 29.3 62.1 25.5 55.8 38.2

全　国 19.6 50.7 29.2 57.3 23.0 52.3 35.4

男鹿市 -0.1 0.9 1.2 0.7 0.8 0.9 1.7

秋田県 0.1 0.7 0.7 0.7 -0.4 0.9 1.3

同規模 0.5 0.8 0.9 1.0 -0.3 1.2 1.0

全　国 0.7 1.3 1.2 1.4 0.0 1.6 1.5

※ ＫＤＢデータ　ｓ25_006　　

※ 緑字：県と比較し20％以上増

27年度
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（４） 秋田県の健康寿命 

我が国の平均寿命は、生活環境の改善や医学の進歩により、世界有数の水準となっていますが、高齢化とともに生活習慣病の割合は増加しており、要介護者など

の増加が問題となっています。今後も、平均寿命の延伸に伴い、健康寿命との差が拡大すれば、医療費や介護給付費の多くを消費する期間が増大することとなりま

す。平均寿命と健康寿命の差は、日常生活動作の自立していない期間（不健康な期間）を意味しますが、この期間を短くすることで、健康に生活できる期間を延ば

すこととなります。 

秋田県の平成27年男性では、平均寿命が79.51年で 47都道府県中46位、健康寿命が70.71年で 47都道府県中39位、日常生活動作の自立していない期間の平均

は8.8年となっています。秋田県の女性では、平均寿命が86.38年で 47都道府県中44位、健康寿命が75.43年で 47都道府県中3位、日常生活動作の自立していな

い期間の平均は10.95年となっています。秋田県民は、平均寿命が短いことから短命であり、日常生活動作の自立していない期間の平均は全国より短くなっていま

す。 

また、日常生活動作の自立していない期間を平成27年と比較すると、男性では全国、秋田県ともに拡大しており、女性では全国では拡大しているものの、秋田県

では縮小しています。秋田県女性は、平均寿命の増加分を上回る健康寿命の延伸が達成できたものです。（表１６） 
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表１６　平均寿命と健康寿命 （単位：年）

日常生活動作の自立して

いない期間の平均

秋田県 46位 79.51 39位 70.71 8.80

全　国 80.77 71.19 9.58

秋田県 46位 78.22 23位 70.46 7.76

全　国 79.59 70.42 9.17

秋田県 1.29 0.25 1.04

全　国 1.18 0.77 0.41

秋田県 44位 86.38 3位 75.43 10.95

全　国 87.01 74.21 12.80

秋田県 39位 85.93 18位 73.99 11.94

全　国 86.35 73.62 12.73

秋田県 0.45 1.44 -0.99 

全　国 0.66 0.59 0.07

※ 47都道府県中の年齢が高い順位

比較
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第 2節 健康課題の抽出・明確化 

   高血圧症は、脳出血・脳梗塞などの脳血管障害、心筋梗塞・狭心症・不整脈などの心臓疾患、腎不全などの腎臓疾患、全身の細動脈硬化による血管疾患、認知

症の要因となります。糖尿病は、糖尿病性神経障害、糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症などの糖尿病合併症をひきおこし、また、心筋梗塞、脳梗塞といった大血管

障害のリスクを高めます。そのほかにアルツハイマー型認知症や悪性腫瘍の要因ともなります。脂質異常症は、動脈硬化を引き起こすため脳梗塞、心筋梗塞の要

因となります。 

本市においては、がん、糖尿病、高血圧症、脂質異常症などの医療費が多く、高血圧症、脂質異常症の被保険者数や、1件当たりの医療費の増加がみられること

から、これらの生活習慣病の発症や重症化予防を課題とします。また働き盛りの世代で特定健康診査実施率が低いことから、これらの健康無関心層に対し、まず

は健診を受診してもらい、健診結果から自分の健康に関心を持ってもらう取組が必要です。また、有所見で、BＭＩ、高血圧、脂質異常で基準を超える者が多く、

運動習慣のある者の割合が低い状況などから、自らの健康を管理する意識づけが必要です。 

 

第 4章 目標の設定 

 ①目   的  がん、糖尿病、高血圧症、脂質異常症の罹患者数を減少させ、医療費を抑制します。 

②長期的目標  生活習慣病の予防、重症化予防のためには、個人が自らの健康を管理するため健診を受診することが重要であることから、平成35年度までに、

特定健康診査受診率60パーセント、保健指導の実施率60パーセント、メタボ該当者および予備群の割合を男性26.7パーセント、女性8.4パーセ

ントとします。 

③短期的目標  長期的目標を達成するために必要な保健事業において、個別に目標を設定します。また、保健事業の実施等は、毎年度見直すこととします。 

 

第 5章 保健事業 

目的達成のため、保健事業を実施します。医療費や罹患者の状況から、糖尿病、高血圧症、がんなどが増加している働き盛りの世代に対し、効果的な保健事業を

展開し、早期発見、早期予防、重症化予防に取り組みます。また、これらの世代は健康無関心層が多いことから、健康に対する意識向上を図ります。 

 事業の実施を毎年度評価し、必要に応じて翌年度実施計画を見直します。評価および見直しの時期は、翌年度予算編成前に行うものとし、その体制は、庁内検討

会および国保運営協議会等の機関において行うものとします。 
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令和２年度保健事業における重点取り組み事業 

下記の事業を令和２年度保健事業の重点事業として取り組みます。令和元年度の保健事業について、個別事業ごとに評価し見直したものです。 

 

 

令和2年度

実施計画 事業評価 考察 実施計画

特定健康診査事業

・集団健診は、26日間実施。うち、2日間は日曜日実

施とする。

・個別健診は、医療機関方式にて5～12月まで実施。

各医療機関への事業開始前の訪問。

・全県医療機関との集合契約

・人間ドック補助制度を、特定健診委託事業への移

行の検討

令和元年度　実績（9月末現在　※10月日曜健

診は含まず）

　集団健診受診者　1,104人（前年度比 140人

減）

　（再掲）6月　日曜健診受診者　 42人  (前年

度比 6人増)　※6月のみ比較

　個別健診受診者　 73人 　※5～7月受診者の

計

・6月の日曜健診は昨年度と比較して受診者が

やや増加した。

・集団健診では、年々受診者が減少している。

・個別健診では、実施医療機関を集合契約によ

り県内医療機関へ拡大したが、増加するかどう

かはまだ不明7月受診者までしか結果きていな

い）

・人間ドック補助制度を、特定健診委託事業への移

行、集合契約においての診療情報受領の方法を検討

・集団健診の会場の集約の可能性あり、今後検討を

重ねる（厚生連の健診事業からの撤退、医師診察の2

部構成等の影響）

特定健康診査未受診者対

策事業

・健診、医療機関未受診者に個別受診勧奨を実施す

る。

①保険者努力支援事業補助金を活用しての勧奨ハガ

キを送付

②国保新規加入者へ受診券と共に勧奨チラシを送付

①過去5年間　特定健診受診の履歴が1度でもあ

り、R元年度未受診者及び、40～50代の被保険

者約1,000人へ勧奨ハガキを送付する。評価は

年度末。

②後半の健診に向け、3月末から7月までの国保

新規加入者163名に、受診券と共に勧奨チラシ

を送付。評価は年度末。

事業実施途中のため、まだ評価はできないが、

それぞれ個人を特定し、送付後の受診歴を確認

し検証する予定。

・R1の効果検証を踏まえ、より勧奨の効果がある対

象を絞り、個別受診勧奨を継続

特定保健指導事業

・結果説明会は参加率が高いことから、結果説明会

において初回面談を実施する。

・保健指導の対象者は、数年に渡り対象になること

が多い。地区担当保健師と事業担当者が情報を共有

し連携しながら、対象者が継続して生活習慣の改善

に取り組めるよう支援を実施する。

<積極的支援>

・特定健診前半初回面談 3人参加/対象者37

人。このうち3か月後レター支援者3人。

<動機づけ支援>

・特定健診前半初回面談37人/対象者93人。こ

のうち6か月後レター支援者37人。

<積極的支援>

・数年間、保健指導対象者となっている方が多

く、働き盛り世代は、保健指導未実施者も含め

生活習慣の見直しが難しい要因がある。

　

<動機づけ支援>

・対象となった初年度は保健指導に参加する

が、次年度は参加しないケースがある。高血圧

や脂質異常、高血糖で受診したが、医師から服

薬の必要なしと診断され、生活習慣の改善も必

要なしと解釈している人も多い。

・結果説明会は参加率が高いことから、結果説明会

において初回面談を実施する。

・保健指導の対象者は、数年に渡り対象になること

が多い。地区担当保健師と事業担当者が情報を共有

し連携しながら、対象者が継続して生活習慣の改善

に取り組めるよう支援を実施する。

令和元年度

-44-



 

令和2年度

実施計画 事業評価 考察 実施計画

健康相談

・保健センター内健康相談は継続実施。

・健康フェスタ、健康展はイベント時健康相談と

し、実施体制を整備し、事業の充実を図る。

・相談者数　R1.9月末時点　680人

・各種教室の参加者が減っており、相談者数も

減少傾向にある。

・様々な相談機関の周知も広がってきているた

め、利用者も使い分けることが可能。

・保健センター内健康相談は継続実施。

・健康フェスタ、健康展はイベント時健康相談と

し、実施体制を整備し、事業の充実を図る。

・専門職が在籍し、相談機会として利用できること

を周知していく。

健康教育

・一定の参加者確保の為、国保通知時等周知の強化

を図る。

・健康教室の実施回数を確保し、事業内容の充実を

図る。

令和元年9月末時点

・糖尿病予防教室（5回終了／6回中）　参加延

人数　37人

・ヘルスアップ講座（5回終了／14回中）参加

延人数　45人

※ロコモ予防教室は10月開始。

・ヘルスアップ講座：申し込み数が毎回10人以

下で、自主グループや他事業参加者への声掛け

で何とか開催できている状況である。健康教室

に対する市民のニーズが変化してきているた

め、参加者、非参加者へのニーズ調査が必要

か。

・健康づくりのための教室を開催したいという団体

に対し、講師（保健師や健康運動指導士等）を派遣

できる体制をつくり、周知していく。

・糖尿病やロコモ予防などテーマがはっきりしたシ

リーズの教室を開催する。

健康ポイント事業

・多くの市民の参加を目標に、ポイントを簡略化す

る。

・様々なイベントや健康教室に出向き、事業のＰＲ

を行う。また、関係機関と連携し、イベント等での

参加者を募る。

応募件数　6,545件（１回目抽選〆切7/31時

点）

　

Ａ   賞 　        1,042

Ｂ   賞               955

Ｃ   賞 　        2,479

Ｄ   賞 　       1,612

抽選件数計     6,088

無   効 　　       457

・各課のボランティア活動など対象事業を広く

募ったため応募件数は増加したが、そもそもの

目的である継続的な健康づくりへは結びついて

いない。

・事業内容について「健康づくりにしては安易

すぎる」という住民の声が多く聞かれたため、

応募方法について検討が必要。

・個人の健康づくり行動のレベルに合わせて応募

コースを選択できる内容とする。

　健康づくり初心者を対象とする参加型コースとす

でに取り組んで継続的な健康づくりが出来ている成

果型コースとする。

健康づくり人材育成事業

（新規事業）

・保健推進員へ個別通知及び、広報にて住民へ周

知。市内3会場で実施し、各会場20名の定員。

・各会場で計7回の研修会を実施（医師・栄養士等の

講話、運動実践、調理実習）。

・教室回数　18回　　参加延人数　270人

・会場によって参加者数にばらつきがあった

り、継続して参加する者が少ない等、参加人数

の確保が難しい。

・教室回数を減らし、実施会場を増やす等し、より

参加者が継続して参加しやすいよう努める。

・町内会や婦人会等へ周知する等、広報以外で周知

をしていく。

令和元年度
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令和元年度保健事業の実施計画と評価及び令和２年度の目標値について

区分 年齢 指標項目 R1達成状況 Ｒ2目標 指標項目 R1達成状況 Ｒ2目標値

糖尿病予防

への理解度

R1　100％

Ｈ28 100％

H29 93%

H30　100％

100%

生活習慣

の改善率

R1　70％

H29 71％

H30  70%

70%

特定健診HbA1c値改

善率

Ｈ28 68.8％

H29 61.1%

H30 72.7％（R1.12月末時点）

70%

参加延人数

R1　38人

Ｈ28　107人

H29　113人

（2会場実施）

H30　85人

75人 HbA1c6.1以上の割合

Ｈ28　男性　8.3％

　　　女性　5.9％

H29　男性　8.7％

　　　女性　3.6％

H30　男性　7.3％

　　　女性　3.9％

H35

男性7.14％

女性4.25％

第2期健康お

が21計画

実施回数
３回

×1会場

３回

×1会場

ロコモ予防の

実践率

　

R1 75％　　　　　　　　H29

53%

H30 90%

※教室終了後アンケートより

70%

参加延人数

R1　23人

H29　45人

H30　88人

45人
ロコモの意味をよく

知っている者の割合

H24 11.2%

H30 16.3％
80%

第2期健康お

が21計画

「ロコモの

意味をよく

知っている

者の割合」

H35 80％

維持
健康子育

て課

生活習慣病予

防、健康づくり

の推進

生活習慣病予防の

意識向上を図る。
ヘルスアップ講座 市民 ー 健康教育 通年 各公民館

・講師との連携

（健康運動指導士、理学療法

士、栄養士、歯科衛生士）

・実施会場の選定（運動がで

きる広さ、地区の偏りを考

慮）

・実施内容の企画と実施（生

活習慣病予防を目的とした運

動・栄養・歯科講話を実

施。）

・事業の段取り（教室の日

程、会場の確保、教室の準

備）

・参加申し込み：広報、チラ

シ

実施回数

R1　15回

H29　24回

H30　25回

９回（３回

×３コー

ス）

生活習慣病

予防の理解度

R1　１・２月の結果による

H29　71.5％

H30　75%

※教室終了後アンケートより

80％

（実施テー

マに沿った

アンケー

ト）

新規

（R1~）

健康子育

て課
人材育成

健康意識の高い

人材を育成し、

健康づくりに取

り組める市民を

増やしていく。

市の抱える健康課

題を理解し、実践

を通し、自身の健

康づくりに役立て

る。

健康づくり人材育

成事業

保健推進員

及び市民
ー 健康教育 5月～11月

保健センター及

び各公民館、総

合体育館

・対象者の選定（保健推進員

及び市民から60人の希望者を

とる）

・講師との連携

（医師、健康運動指導士、歯

科衛生士、栄養士）

・実施会場の選定（対象者を

３地区に分け実施。運動と調

理実習を行える会場を選定）

・実施内容の検討（テーマを

高血圧・脂質異常症・肥満予

防とする。講話や運動実践、

調理実習により健康づくりの

方法を学ぶ。）

・事業の段取り（教室の日

程、会場の確保。対象者の決

定、教室の準備）

・対象者の選定（保健推進員

及び市民から60人）

・参加申し込み：個別通知、

広報

育成人員

34人

（研修会に３回以上出

席した者）

60人
健康づくりの意識が

高まった者の割合

99.3％　　　　　　　　　　※

教室終了後アンケートより
100%

健康課題
事業の

方向
プロセス(実施過程)

アウトプット（事業実施量） アウトカム（成果）
【参考】他

計画目標値
事業内容

対象者

実施方法 実施期間 実施場所
ストラクチャー

（実施体制）

健康管理

意識の向

上

維持 糖尿病予防教室

健診結果から

選定した対象

者（HbA1c値

5.6以上）

維持 ロコモ予防教室 市民

総合体育館
健康子育

て課

健康教室

・糖尿病予防を

理解し、実践で

きる

・HbA1c値を改

善する

生活習慣病予防の

意識向上を図る。

健康子育

て課

5回

×1会場

ー 健康教育
10月～12

月
各公民館

・講師との連携

（健康運動指導士）

・定員15名（講師と協議。講

師の指導が行き届く定員数）

・実施会場の選定（運動がで

きる広さ、全身鏡がある会場

を選定）

・実施内容の検討（3回シ

リーズに渡り、健康運動指導

士による運動教室を実施）

・事業の段取り（教室の日

程、会場の確保、教室の準

備）

・参加申し込み：広報、チラ

シ

40～74歳

健康教育（保健

師・栄養士講

話、運動教室）

8月～10月

・実施内容の検討

・事業の段取り

・対象者の抽出

・通知作成

実施回数
5回

×1会場・講師との連携

（健康運動指導士、管理栄養

士、栄養士、歯科衛生士）

・実施会場の選定

・みなと市民病院と連携

（HbA1c測定）

主体 事業名 事業目的 事業目標

ロコモを理解

し、ロコモ予防

のための方法を

実践できる

生活習慣病予防の

意識向上を図る。
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令和元年度保健事業の実施計画と評価及び令和２年度の目標値について

区分 年齢 指標項目 R1達成状況 Ｒ2目標 指標項目 R1達成状況 Ｒ2目標値

健康課題
事業の

方向
プロセス(実施過程)

アウトプット（事業実施量） アウトカム（成果）
【参考】他

計画目標値
事業内容

対象者

実施方法 実施期間 実施場所
ストラクチャー

（実施体制）
主体 事業名 事業目的 事業目標

回数

R1 　12月末　85回

Ｈ28 93日

H29  117回

H30 119回

100回

（現状維

持）

相談件数

R1 12月末　1,527回

Ｈ28 1,863件

H29  2,292件

H30 2302件

1,800件

(現状維持)

相談会場 1会場 ー ー

相談件数

R1　166名

Ｈ28　317名

Ｈ29　282名

H30　244名

ー ー

実施回数 1回 1回

参加者数

R1 173名

H29  260名(2回開催)

H30 200名

200名

維持
健康子育

て課

糖尿病重

症化

予防事業

糖尿病重症化予

防

生活習慣病予防の

意識向上を図る。

未受診者、治療中

断者への医療機関

勧奨

健診結果、レ

セプト情報か

ら選定した対

象者

40～74歳

電話・通知によ

る受診勧奨を実

施。レセプト確

認し、受診がな

い対象者へは再

勧奨を行う

年1回 各世帯
・国保連との連携（未受診

者、治療中断者の抽出依頼）

・事業の段取り

・対象者の抽出

・通知作成

・受診勧奨後のフォロー

・電話、通知

実施率

R1　未確定

H29　80％

H30　73.3％

80%
医療機関受診率

（6か月後）

H29　40％

H30　46.7％
50%

維持
健康子育

て課

糖尿病重

症化

予防事業

（保健指

導）

糖尿病重症化予

防

生活習慣病予防の

意識向上を図る。
保健指導

医療機関が要

保健指導と判

断し、指導に

同意した糖尿

病罹患者

40～74歳 面談 6月～12月
・各世帯

・保健センター
・医療機関との連携

・医療機関への協力依頼

・推進会議への出席
実施率

R1 ０件

H29　0件

H30　0件

5件
指導完了後の

検査値改善率
ー 80%

毎年5％増加

60%

生活習慣

病の発症

予防

委託により実施

（集団、個別方

式）

4～12月

集団：保健セン

ター及び各公民

館

個別：委託医療

機関

維持

R1翌10月頃

H28 23.3％

H29  23.1％

H30  22.8%

・必要予算の確保（賃金、旅

費、消耗品費、印刷製本費、

運搬通信費、委託料）

・従事職員の確保(健診受付

約4人、健診結果準備等）

・委託機関との連携（保健事

業団、委託医療機関）

・会場の確保（市内体育館、

公民館等　延べ30会場）

・対象者の抽出（40～74歳の

国保加入者）

・実施日の設定

・対象者への受診券交付（約

6,000人）H31年度から世帯ご

とに郵送

・除外者の登録

・市民からの問合せ対応

通知率

  R1 100%

H28    100%

Ｈ29　100％

Ｈ30　100%

100% 受診率

生活習慣病予防の

意識向上を図る。

生活習慣を見直

し、健康の保

持・増進を図る

健康に関する理

解の向上、普

及・啓発

健康管理

意識の向

上

健康フェスタ 来場者

維持

保健センター、

各事業会場
ー 電話や面談 通年

年1回

特定健診の実施 被保険者 40～74歳

・センター相談日の設定

　毎週火曜日9：00～12：00

・電話による相談は随時受付

・他、健康教室にて相談受付

ー ー

第２期特定

健診等実施

計画

H29　60％

・講師、実施内容の検討

（テーマの検討）

・周知：通知、広報、チラシ

ー ー ー

保健センター健康

相談
市民

生活習慣

病の重症

化予防

維持

評価指標に

ついて要検

討

地区健康展健康相

談
来場者 面談 年1回 市民文化会館

・講師との連携

（栄養士、歯科衛生士）

・事業の段取り（内容の検

討、会場準備）

健康展とし

て主催はせ

ず、イベン

ト等での依

頼があった

場合職員を

派遣する。

評価指標に

ついて要検

討

男鹿みな

と市民病

院

介護サー

ビス課

健康子育

て課

ー

医師等講話

健康相談

各種測定

健康不安を解

消、健康に対す

る理解向上

健康不安を解消

健康に対する理解

向上

市民文化会館

・担当課との連携

・国保連と連携

・講師との連携連絡

（医師等）

・専門職の確保

　保健師：8名

　臨床心理士：1名

　栄養士：1名

健康子育

て課

特定健診

事業

生活習慣病の予

防と早期発見

健診受診率・保健

指導実施率60％以

上

健康相談

健康子育

て課
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令和元年度保健事業の実施計画と評価及び令和２年度の目標値について

区分 年齢 指標項目 R1達成状況 Ｒ2目標 指標項目 R1達成状況 Ｒ2目標値

健康課題
事業の

方向
プロセス(実施過程)

アウトプット（事業実施量） アウトカム（成果）
【参考】他

計画目標値
事業内容

対象者

実施方法 実施期間 実施場所
ストラクチャー

（実施体制）
主体 事業名 事業目的 事業目標

文書勧奨
年１回

11月末
各世帯

・必要予算の確保率

（R1は保険者努力支援制度の

交付金の対象事業とし実施、

R2は交付金外で実施）

・有効的な受診勧奨を関係機

関で協議。

・勧奨通知後の問い合わせ対

応・受診券再発行

・対象者の選定（40～74歳の

国保加入者）

・案内通知（ハガキ）作成、

送付

・対象者名簿作成、受診券発

行

通知率

※H30：1,265枚

（自家印刷）

※R1勧奨通知枚数

1,000枚（外部委

託、カラーハガキ）

　R1 100%

Ｈ29　100％

Ｈ30　100%

100%
受診勧奨対象者の受

診率

R1　1.４％　　　　　　　（1

月現在14名）

Ｈ28 　4.7％

H29　  3.5％

H30  　2.1％

10%

家庭訪問 年1回 各世帯 ー ー
受診率（対象者を母

数とした受診率）

 Ｈ29　35件

　Ｈ30　2件
ー

新規

（R1~）

健康子育

て課

国保新規加入者受

診勧奨
全市 40～60歳

R1～　3月～6

月新規国保加入

者への受診券及

び勧奨チラシ送

付

集団健診

実施前
各世帯

　

・必要予算の確保、新規国保

加入者への勧奨方法を、国保

担当と協議

・対象者の選定（40～74歳の

国保加入者）

・案内通知作成、配布

・対象者名簿作成、受診券発

行、勧奨チラシの作成、送付

通知率 R1　100％　156件 100%

受診率（送付者数を

母数とした送付後の

受診者の率）

R1　13.5%（21人）

送付数を母

数とした受

診率15％

新規

（R2~）

健康子育

て課

（医療機関から

の）診療情報提供
全市 40~74歳

契約医療機関と

の委託により実

施。結果の入力

は市で直営。

5～12月 契約医療機関

・集合契約の契約書への盛り

込み（代表保険者と県医師会

で実施）

・診療情報収集による健康課

題の把握・医療機関との連携

・結果の入力は市で直営。

・医療機関への事業説明、国

保連との連携

医療機関へ訪問、通

知件数
ー

100%（市内

のみ）
診療情報受領件数 ー 120件

維持
健康子育

て課

健康診査

助成事業

がん検診の受診

率向上

生活習慣病予防の

意識向上を図る。

がん検診の助成

被保険者 40～74歳

一般衛生部門で

実施しているが

ん検診自個人負

担分を助成
4～12月

保健センター及

び各公民館、委

託医療機関

・国保部門、衛生部門の連携

・必要予算の確保

・がん検診の周知

・事業の周知

案内通知

（受診券同紙）
実施 実施 がん検診受診率

R1.　胃6.0％　大腸9.5％

肺8.8％　子宮頸7.3％　乳

6.9％

         H29　   Ｈ30

胃　　6.4％　 　6.2％

大腸　 9.4％　  10.1％

 肺       9.1％     　9.4％

子宮頸 9.2％  　   8.6％

 乳　 12.2％　    9.6％

胃15％

大腸20％

肺20％

子宮頚20％

乳20％

第2期健康お

が21計画

H35 各50％

生活習慣

病の発症

予防

見直し
特定健診受診勧

奨・未受診者対策

当年度健診未

受診者
40～60歳

※H28~30は家庭訪問を実施したが、非効率的と判断し

Ｒ１から未実施

　　　　　　　Ｈ29　306件

　　　　　　　Ｈ30　99件

保健センター及

び

各公民館

・保健師の確保

・他事業（健康教室）との連

携

 （健康教室への参加勧奨）

維持
特定保健指導の実

施

健康子育

て課

特定保健

指導事業

健診受診率・保健

指導実施率60％以

上

特定保健指導

対象者
40～74歳 直営実施 通年実施

40％（積）

60％（動）

R1．0％（積）

　59.1％（動）

Ｈ29　18.7％

Ｈ30　30.0％(積）

　　　22.4％（動）

第２期特定

健診等実施

計画

H29　60％

第２期特定

健診等実施

計画

H29　45％

・対象者の抽出（保健事業団

より、積極的支援者、動機づ

け支援者を抽出）

・保健指導の案内

・健診結果説明会（初回面

談）の設定

通知率

初回面談の割合

R1．0％（積）

　59.1％（動）

　

Ｈ29　47.9％

Ｈ30　40.0％(積）

　　　37.6％（動）

40％（積）

60％（動）

実施率

（終了率）

生活習慣病の

発症予防

健康子育

て課

特定健診

未受診者

対策事業

特定健診受診率

の向上

健診受診率・保健

指導実施率60％以

上
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令和元年度保健事業の実施計画と評価及び令和２年度の目標値について

区分 年齢 指標項目 R1達成状況 Ｒ2目標 指標項目 R1達成状況 Ｒ2目標値

健康課題
事業の

方向
プロセス(実施過程)

アウトプット（事業実施量） アウトカム（成果）
【参考】他

計画目標値
事業内容

対象者

実施方法 実施期間 実施場所
ストラクチャー

（実施体制）
主体 事業名 事業目的 事業目標

維持
健康子育

て課

がん検診

要精密検

査者受診

勧奨事業

がんの早期発

見・早期治療

生活習慣病予防の

意識向上を図る。
医療機関受診勧奨

健診結果にて

「要精密検

査」者

40～74歳

健診結果説明会

にて受診勧奨。

その後、未受

診・未把握者に

電話により確

認・再勧奨実施

健診実施

後
保健センター

・健診委託先（保健事業団）

との連携。

・地区担当保健師との連携

・業務担当保健師が各がん検

診の二次検診連名台帳を健診

業務委託先（保健事業団）よ

りもらう。

・台帳に基づき、未受診・未

把握者に地区担当保健師が電

話をかけ、受診の確認、受診

勧奨を行う（連絡がつかない

方には文書を送付）。

未受診・未把握者

電話(確認)勧奨

実施率

(文書送付者も含む)

R1　10月～実施

H30

胃  100％

大腸100 ％

肺 100％

子宮頚100％

乳100％

100% がん精密検査受診率

R1　10月～実施

　　　H30　　　R1

胃　　   84.7％　55.3％

大腸　　84.9％　53.1％

　肺　　79.1％　49.7％

子宮頚　89.7％　50.0％

　乳　　94.4％　54.5％

(H30は概数、翌年度確定・R1

はR2．1月現在）

胃100.0％

大腸100.0％

肺100.0％

子宮頚

100.0％

乳100.0％

見直し
健康子育

て課

健診結果要受診者

受診勧奨

健診結果にて

「要受診」者
40～74歳

健診結果説明会

にて受診勧奨

後、①文書での

勧奨　②電話で

のフォロー　③

レセプト確認に

て評価

健診実施

後
保健センター

・KDBを活用した、勧奨対象

者の選別、・個別データを記

載した送付文書の作成　・地

区担当保健師との連携

・R1～　国保ポテンシャル分

析の結果を受けて、従来の電

話での勧奨方法を見直した。

・対象者を健診結果で収縮期

血圧140mmHg以上かつ医療

機関での医療レセプトのない

方に絞り、①課長名・公印付

の勧奨文書と個人の血圧を記

載したリーフレットを送付②

1か月後の地区担当保健師に

よる電話フォロー③2か月

後,KDBにて個人の医療レセ

プトを確認し評価する。

勧奨率

R1　1月末~2月

Ｈ28 88.7％

H29 70.4％

H30 48.6%

※H28~30は電話によ

る勧奨率

100%

対象者の医療機関受

診率　　　　（KDB

にて医療レセプト確

認）

R1　翌３月頃

Ｈ28  54.3％

H29  48.1％

H30   51.0%　　　　　　　※

H28~30は電話での聞き取りに

よる受診率が主

80%

※令和2年度

～下段「特

定健診異常

値放置者受

診勧奨事

業」に移行

新規

生活環境

課・

健康子育

て課

特定健診異常値放

置者受診勧奨

健診結果にて

「要受診」者
40～74歳

健診結果説明会

にて受診勧奨

後、①文書での

勧奨（保険者努

力支援制度交付

金を活用し、外

部委託）　②電

話でのフォロー

③レセプト確認

にて評価

健診実施

後
保健センター

・必要予算の確保

（※保険者努力支援制度の交

付金の対象事業とし実施）

・対象者についてKDBやポテ

ンシャル分析結果を活用し、

関係機関で協議。

・勧奨通知後の問い合わせや

保健指導対応

【業者委託】

・委託業者の選定

・対象者の把握率

　目標　100％

（40～74歳）

・案内の作成、郵送

【保健師】

・市民からの問合せ、保健指

導など対応

・対象者の受診状況の確認

勧奨率 ー 100%

対象者の医療機関受

診率　　　　（KDB

にて医療レセプト確

認）

ー 80%

維持

【追加

記入】

健康子育

て課

生活習慣病の発

症予防・がん検

診の精密検査受

診率向上

健診会場となった各

地区において、健診

結果を保健師との面

談により説明し生活

習慣の改善を図ると

共に、ハイリスク者

を確実に医療につな

げる。

地区巡回型健

（検）診結果説明

会事業

健診結果にて

「要受診」

者、「要精検

者」、「要保

健指導者」等

受診対象年

齢の全年齢

集団健診会場に

て、約2か月後

以内に対象者に

ハガキで通知し

開催。保健師と

の対面による健

診結果の説明及

び指導を行う。

健診実施

後

各地区の集団健

診会場（公民館

等）

・必要予算の確保（ハガキ

代、燃料費、会場借用費な

ど）　　　　　　　　　　・

業務担当保健師と地区担当保

健師との連携、日程・会場・

当日スタッフの確保

集団健診結果が到着後、業務担

当と地区担当保健師により、結

果説明会を案内する対象者を選

別し、日程及び従事スタッフの

調整を行い案内ハガキ送付す

る。対象人数に応じて保健師数

名で各会場に出向き、面談によ

り結果説明・保健指導を実施。

終了後、地区担当保健師による

欠席者への電話等によるフォ

ローを行う。

実施率

R1　24会場（延）、

被面談者404名

（90.2％）

※対象者が少ない地区

は、地区担当による訪

問や電話連絡にて結果

説明

90%以上

※がん検診精密検査

受診率、特定保健指

導実施率、異常値放

置者の医療機関受診

率に準ずる。

ー ー

生活習慣

病の発症

予防

生活習慣病の発

症予防

生活習慣病予防の

意識向上を図り、

ハイリスク者を確

実に医療につなげ

る。

健診結果

要受診者

受診勧奨

事業
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令和元年度保健事業の実施計画と評価及び令和２年度の目標値について

区分 年齢 指標項目 R1達成状況 Ｒ2目標 指標項目 R1達成状況 Ｒ2目標値

健康課題
事業の

方向
プロセス(実施過程)

アウトプット（事業実施量） アウトカム（成果）
【参考】他

計画目標値
事業内容

対象者

実施方法 実施期間 実施場所
ストラクチャー

（実施体制）
主体 事業名 事業目的 事業目標

生活習慣

病の発症

予防

維持
生活環境

課

歯周病検

診事業

健康の保持・増

進、口腔内疾患

の予防と早期発

見

歯周病疾患予防の

意識向上を図る。
歯周病検診の実施 被保険者

40歳､50歳､

60歳､70歳
委託により実施 ６～3月

各委託歯科医療

機関

・予算の確保(印刷製本費､通

信運搬費､委託料)

 ・委託歯科医療機関との連携

・対象者の抽出（被保険者の

うち年度内に40歳.50歳.60

歳.70歳に到達する者）

・受診券の作成、送付

・市広報に掲載

・委託歯科医療機関にポス

ター掲示

・健康子育て課の事業（健診

結果報告会、健康教室等）で

チラシを配布。

通知率　(H31

739枚）

R1　100％

H30　100%
100% 受診率

Ｒ１.12月現在

6.2％（46人）　　　　　H30 .

4.0%(29人） 30%

見直し

生活環境

課

(健康子

育て課)

重複・頻

回受診

者、重

複・多剤

服薬者訪

問指導事

業

適正な医療受診

健康の保持増進と

疾病の早期回復を

目指し、医療給付

の適正化を図る。

訪問指導

レセプト情報

から選定した

対象者
40～74歳

面談による保健

指導
11月 各世帯

<国保部門との連携>

　勉強会開催（3回）

<役割分担>

・対象者選定･･･国保担当　3

名

・訪問指導･･･保健師　7名

・効果検証…国保・保健部門

の両課

<対象者把握率100％>

①対象者選定

１．平成30年12月～平成31年

3月の間に、月14日以上の内

服を２医療機関以上から合わ

せて6種類以上処方されてい

る者。

2．65歳以上で74歳までの被

保険者。

3．同種同効の服薬を処方さ

れている方。

４．精神疾患やがん治療者を

除き、訪問指導を要すると認

められた者。

1.2の対象者　313名

1.2.3.4の対象者　8名

②家庭訪問

対象者8名、実施者6名

③効果検証

指導対象者の指導実

施率

　

H28    67%

(16/24人）

 Ｈ29　78％

（７/9人）

　Ｈ30　63.6％

（14/22人）

Ｒ１　75％

（６/８人）

100%

指導後の重複頻回、

重複・多剤服薬者受

診改善者数

＊訪問後のレセプト

から医療費、病院

数、服薬数等を確認

し、訪問前後の比較

を行う。

Ｒ2.2月レセプト抽出し、評価

する予定。

　

H28 63％（10/16人）

H29  86％（6/7人）

H30 50%（7/14人）

90%

見直し
健康子育

て課

健康ポイ

ント事業

健康意識の向上

と健康づくりの

推進

自主的に健康づく

りに取り組む市民

を増やす

健康づくりの取組

にポイントを付与

・市民

・当市ヘ通

勤・通学して

いる方

ー

健康づくりの取

組にポイントを

付与

4月～1月 市内

・必要予算

（報償費、消耗品費、運搬通

信費等）の確保

応募者
　Ｒ1　　11,050人

H30　　1,419人
5,000人

　

・健康づくりの意識

が高まった者

・健康的な生活習慣

が身についた者
R1　　11,050人

H30　　1,419人

成果型

　1,000人

参加型

　4,000人

維持
生活環境

課

ジェネ

リック医

薬品差額

通知事業

ジェネリック医

薬品の普及率向

上

ジェネリック医薬

品の普及率向上

差額通知とシール

配布

自己負担相当

額に500円以

上の差額が見

込まれる被保

険者

ー

差額通知：年2

回

シール配布：年

1回

差額通知8

月､2月

シール配

布９月

ー 国保連合会と委託契約

・予算の確保(通信運搬不足

運搬費､委託料)

・対象者の抽出

・通知作成、送付

通知率

通知率は、全て100％

R2.2月（260枚）　Ｒ

1.8月 (279 枚）

H31.2月（422枚）

Ｈ30.8月（451枚）

Ｈ30.2月（676枚）Ｈ

29.8月（510枚）

100%
ジェネリック医薬品

の数量シェア

Ｒ元.5月分   75%

H28.5月分　54％

H29.5月分　59％

H30.5月分　67%

80%

医療費適

正化
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第 6章 計画の評価 

計画は、がん、糖尿病、高血圧症、脂質異常症の罹患者数の減少、医療費の抑制について、目的の達成状況をデータの経年比較により評価します。データは、国保

データベース（ＫＤＢ）システムの情報等を活用するほか、各種統計情報を活用します。目的達成のための目標の評価は、長期的目標では、実施率の数値等により評

価し、短期的目標では、個別の保健事業の目的について達成状況を毎年度評価および考察し、必要に応じて見直した後、翌年度事業実施計画を策定します。 

評価体制は、市民福祉部、総務企画部の関係機関で構成する庁内検討会を開催するとともに、外部有識者である男鹿市国民健康保険運営協議会委員等から意見聴取

するものとします。 

 

第 7章 計画の見直し 

中間年度の平成32年度と最終年度となる平成35年度に、計画に掲げた目的・目標の達成度を評価し、必要に応じて計画の見直しを行います。 

 

第８章 計画の公表・周知 

策定した計画は、男鹿市のホームページ等に掲載します。 

 

第９章 事業運営上の留意事項 

本計画の保健事業を運営するにあたり、保健師が所属する保健衛生関係および介護関係各課との連携を図り課題解決に努めます。 

 

第１０章 個人情報の保護 

男鹿市における個人情報の取り扱いは、男鹿市個人情報保護条例（平成17年 12月 20日条例第213号）によるものとします。 

 

第１１章 地域包括ケアにおける取組 

地域包括ケアにかかる課題等の情報共有や取組のため、地域包括支援センターが開催する協議に参加し、連携を図ります。 

   

第１２章 その他計画策定にあたっての留意事項 

データ分析に基づく保険者の特性を踏まえた計画を策定するため、国保連合会が行うデータヘルスに関する研修に事業運営に関わる担当者が積極的に参加するとと

もに、事業推進に向けて協議する場を設けるものとします。 
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